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海
運
航
労
務
の
提
供
に
要
す
る
原
費

島

昌

太

耳目

運
送
労
務
の
一
意
義

運
迭
に
は
、
個
々
の
孤
立
的
な
る
運
送
労
務
正
し

τ行
は
る
、
も
め
ご
、

一
つ
の
健
系
を
な
し
て
迩
行
せ
る
組

織
的
行
動
ぜ
し
て
行
は
る
、
も
の
ご
の
、
ご
つ
の
何
軒
闘
が
あ
る
。

前
者
は
‘
謡
怠
業
者
一
炉
、
需
要
世
刊
の
需
品
一
に
感
じ
、
個
々
の
場
合
に
首
っ
て
、
遅
浩
労
務
守
、
そ
の
要
求
に
誼

合
す
る
所
の
特
殊
な
る
形
態
ご
し

τ提
供
す
る
の
で
あ
っ
て
、
工
業
に
醤
へ
て
言
へ
ば
、
顧
客
生
産
又
は
注
文
生

産
の
形
態
で
あ
る
。

後
者
は
、
運
送
業
者
が
、
世
間
的
運
送
に
謝
す
る
一
般
的
の
需
嵯
航
践
を
抽
出
測
L
、
之
に
通
路
す
る
所

ω
計
主

前

設

栴
辿
捗
務
白
提
供
に
叫
す
る
原
費

第
二
十
四
巻

1. 

第

枕

九

を
立
て
、

一
定
的
設
仙
酬
を
以

τ、
抽
阻
系
を
な
せ
る
組
制
的
行
動
正
し
て
、
蓮
廷
労
務
を
提
供
す
る
の
で
あ
る
。
こ

の
場
合
に
は
、
運
送
容
値
た
る
仰
な
の
族
客
若
し
く
は
貨
物
に
着
目
し
て
言
へ
ば
、
そ
れ
ら
を
輸
送
す
る
所
の
同

じ
型
に
は
ま
っ
た
叩
培
法
勢
務
が
、
多
数
川
昨
に
、
ま
た
は
継
続
反
似
的
に
、
且
つ
規
律
的
に
行
は
れ
て
居
る
ご
も



五曲

議

指
揮
捗
務
自
提
供
に
張
す
る
原
費

第
二
十
四
番

回。
第

1枕

~~ 
O 

一
言
ひ
得
る
の
で
あ
る
o

併
し
か
〈
の
如
(
、
個
'M

の
運
迭
客
髄
に
つ
い
て
言
ふ
所

ω側
々
の
蓮
品
証
券
務
ご
い
ム
も

九
Y
ゆ
Aa

、

L
t
 
こ
の
場
合
に
は
、
間
中
に
概
念
的
に
存
在
す
る
事
柄
た
る
に
止
ま
b
、
具
健
的
の
事
貨
ご
し
て
は
、
規
律
的

に
反
復
し
て
運
行
す
る
所

ω
一
つ
山
運
送
組
織
の
健
系
的
活
勤
が
ゐ
る
に
け
で
あ
っ

τ、
且
つ
之
仁
よ
b
て
同
時

に
又
は
漣
献
し
て
多
数

ω
孤
立
せ
る
旅
客
若
し
〈
は
貨
物
が
、
場
所
的
移
動
を
遂
げ
る
ピ
い
ふ
事
貨
が
あ
る
の
で

あ
る
。

い
は
ゆ
る
伽
々
の
迩
詮
労
務
正
い
ふ
も
仙
一
は
、
こ
の
組
系
的
活
動
が
一
仰
の
旅
客
去
し
(
は
一
仰
の
貨
物

に
関
係
す
る
所

ωそ
の
一
片
己

L
て
の
み
認
め
得
る
の
で
ゐ
る
。
之
を
工
業
に
醤
ふ
れ
ば
、
市
場
生
産
叉
は
商
品

生
産
の
形
態
で
あ
る
。

右
の
二
穂
の
運
送
労
務
に
つ
き
繰
返
し
て
逃
ぷ
れ
ば
、
第
一
の
場
合
に
は
、
仰
々
的
運
法
労
務
が
、
運
送
客
位

た
る
般
客
若
し
(
は
貨
物
正
共
に
、
そ
れ
自
値
に
獅
立
し
た
る
孤
立
的
の
も
の
ご
し
て
行
は
れ
、
第
二
の
場
合
に

は
、
運
送
客
煙
た
る
旅
客
若
L

(
は
貨
物
そ
の
も
の
は
、
同
じ
〈
孤
立
的
の
も
の
で
あ
る
け
れ
Y
」
も
、
そ
れ
ら
が

一
つ
の
慨
系
を
な
せ
る
組
織
的
速
な
活
動
に
よ
h
て
取
扱
は
れ
、
従
つ
1
こ

ω場
合
の
運
詮
労
務
ピ
い
ふ
も
の

は
、
具
健
的
仁
獅
立
せ
る
も
の
で
は
な
〈
、
そ
れ
は
単
に
個
々
の
運
送
客
位
に
闘
聯

L
て
、
抽
象
的
に
こ
の
組
織

的
運
送
活
動
の
一
片
を
想
定
す
る
ニ
ピ
に
よ
り
、
初
め
て
認
め
ら
る
、
も
の
で
あ
る
。

今
日
の
漣
時
也
事
業
に
例
を
ご
れ
ば
、
入
力
平
、
荷
平
、
自
動
車
、
不
定
期
舶
に
よ
る
運
送
は
、
前
者
に
風
し
、

電
車
、
汽
車
、
定
期
般
に
よ
る
謹
廷
は
、
後
者
に
属
す
る
。

f 

， ， 



hr
〈
の
如
〈
、
運
迭
に
二
つ
の
樋
類
が
ゐ
b
、
唱
坦
途
券
務
に
も
ニ
つ
の
形
態
が
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
謝
す
る
代

回
嗣
郎
も
運
賃
に
も
ニ
つ
の
柿
類
が
あ
る
o

一
つ
は
、
運
送
労
務
の
提
供
に
嘗
'
り
、
個
々
の
場
合
に
於

τ、
運
送
業

者
ご
顧
客
た
る
需
要
者
正
の
協
議
又
は
馳
引
に
よ
b
て
定
ま
る
運
賃
で
め
る
。
こ
の
場
合
に
於

τは
、
連
迭
は
、

自
由
・
競
争
の
下
に
一
個
の
管
業
ご
し

τ行
は
る
、
の
で
あ
る
か
ら
、
か
、
る
運
賃
は
自
由
漣
賃
ご
い
は
れ
る
。

他
の
一
つ
は
、
需
要
者
た
る
相
子
方
の
如
何
を
闘
は
宇

一
般
的
に
之
に
よ
b
て
蓮
訟
の
引
受
り
を
な
す
意
思

を
以

τ、
運
送
僻
常
務
の
積
伺
畑
正
運
送
客
惜
の
縄
類
正
に
従
ひ
、
分
類
的
仁
表
式
方
法
を
以

τ表
示
せ
ら
る
、
運
賃

で
、
表
定
運
賃
古
い
は
れ
る
。
そ
し
て
、
之
を
表
現
す
る
の
表
は
、

一
一
連
法
単
位
た
る
重
量
若
し
f
は
容
積
に
謝

す
る
運
賃
が
幾
許
で
あ
る
、
ぜ
い
ふ
形
式
に
な
っ
て
居
る
か
ら
、
貸
率
表
(
叶
包

3
zい
は
れ
る
。

論

叢

海
運
捗
訪
の
提
供
に
廻
す
る
原
費

第
二
十
四
巻

四

第

披

凹

自
由
連
賃
は
、
注
文
生
産
的
な
る
運
送

ω場
合
に
存
す
る
も
の
で
、
表
定
蓮
賃
は
、
市
場
生
産
的
な
る
蓮
迭
の

場
合
に
存
す
る
運
賃
で
あ
る
。

私
が
ニ
の
論
文
に
於

τ取
扱
ふ
耐
聞
は
、
海
運
に
於

τ、
殊
に
ま
ご
し
て
貨
物
運
送
に
閲
し
て
、
右
に
遁
べ
化
る
二

つ
の
組
頒
の
遁
貨
が
定
ま
る
仁
っ
き
、
運
途
原
史
が
如
何
な
る
閥
係
を
も
つ
か
・

ご
い
ふ
事
柄
の
碗
究
で
あ
る
。

今
、
個
々
の
貨
物
に
着
目
し
て
個
々
の
運
法
労
務
ご
い
ふ
も
の
を
認
め
、
之
を
一
個
の
無
形
な
る
経
済
財

1
1」

の
場
合
に
は
特
に
交
通
財

(42ZHH百
四
国
同
)

Z
-も
言
ひ
得
る
も
の

l
l
ご
す
れ
ば
、
私
が
こ
、
に
研
究
せ
ん
芭



論

海
運
勢
枇
留
の
提
供
に
加
ー
す
る
原
費

四

第
ニ
十
阿
巻

回

議

節

枕

す
る
所
は
、
そ
れ
の
生
産
費
正
ぞ
れ
の
代
岡
田
正
の
関
係
で
め
る
o

而
し

τ、
海
運
に
於

τは
、
前
に
逃
ぷ
る
が
如

〈
、
不
定
期
舶
の
蓮
叫
証
券
務
£
定
期
舶
の
蓮
詮
勢
務
己
が
あ
り
、
前
者
の
代
舗
は
自
由
運
賃
で
あ
っ
て
、
後
者
の

代
舗
は
表
定
運
賃
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
研
究
は
、
要
す
る
に
海
運
に
於
り
る
自
由
運
賃
並
び
に
表
定
運
賃
に
謝
す

る
運
送
労
務
生
産
投
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
を
目
的
正
す
る
も
の
で
あ
る
。

ー-ーー

謹
進
労
務
生
産
費
の
分
類

き
て
、
運
賃
ぜ
運
送
労
務

ω生
産
投
正
の
闘
係
を
明
か
に
す
る
が
た
め
に
は
、
そ
の
生
産
投
が
如
何
な
る
項
目

よ
り
成
る
も
の
な
る
か
を
調
査
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
o

換
言
す
れ
ば
、
蓮
迭
客
醐
臨
た
る
個
々
の
貨
物
若
L
く
は
旅
客
に

闘
し
て
認
め
ら
る
、
腕
の
謹
法
労
務
な
る
も
の
は
、
如
何
な
る
も
の
、
聯
合
に
よ
・
り
て
構
成
せ
ら
れ
て
居
る
か
、

並
び
に
、
こ
れ
ら

ω
漣
法
労
務
が
表
面
に
あ
ら
は
れ
出
づ
る
に
つ
い
て
は
、
之
を
め
ら
は
れ
出
で
し
む
る
が
た

め
、
そ
の
裏
而
に
如
何
な
る
も
の
が
ゐ
る
か
を
調
査
上
、
こ
れ
ら
諸
秘

ωも
の
に
つ
い

t
各
ー
そ
の
生
産
投
令
官
。

は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
研
先
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
o

私
は
、
今
、
こ
れ
を
越
ぷ
る
仁
嘗
h
、
運
遊
客
飽
た
る
佃

身
の
貨
物
若
し
く
は
旅
客
に
閲
し
て
認
め
ら
る
、
所
的
誕
法
労
務
な
る
も
の
を
中
心
ご
し
て
、
之
に
劃
し
て
各
費

用
が
如
何
な
る
関
係
に
あ
る
か
ご
い
ふ
貼
よ
h
、
こ
れ
ら
を
究
の
如
〈
に
分
類
す
る
で
ゐ
ら
う
。

( 

ー
) 

蓮
迭
拙
宵
務
-f
提
供
す
る
の
基
礎
を
作
る
た
め
の
費
用
。
之
は
基
礎
費
正
い
ふ
こ
正
が
出
来
る
。
こ
の
蓮

→ 
， . 



法
拙
常
務
を
提
供
す
る
の
基
礎
ピ
い
ふ
も
の
は
、
運
設
企
業
に
於
け
る
粧
俸
の
規
模
を
壷
す
る
も
の
で
、
有
形
の
設

備

z無
形
の
組
織
己
よ
・
り
な
る
も
の
で
ゐ
る
。
故
に
、
こ
の
粧
品
百
の
規
模
を
麗
夏
す
る
の
必
要
な
当
範
聞
に
於
て

は
、
縦
ひ
そ
の
蓮
港
企
業
が
、
即
も
例
へ
ば
一
海
運
曾
枇
が
、
取
扱
ふ
一
肋
の
蓮
設
量
に
増
減
勤
揺
あ
る
正
も
、
こ

の
基
礎
提
な
る
も
の
は
、
縫
勤
す
る
こ
ご
な
〈
、

一
定
額
に
岡
定
な
る
も
の
で
、
従
っ
て
又
事
業
を
休
止
す
る
も

之
を
康
止
せ
京
る
限
ち
は
依
然
必
用
な
る
経
投
で
ゐ
る
。
こ
の
意
味
に
於

τこ
の
稲
の
経
費
は
英
紙
仁
て
青
色

岳
民
間

g
z
ν
は
れ
、
獅
逸
話
に
て
『
宮
内
問
。
民
自

己
犠
せ
ら
る
o
私
も
之
を
回
定
費
正
名
づ
〈
。

或
は
、
回
定
費
古
い
ム
も
の
を
解
し
て
、
漣
設
量
の
如
何
に
拘
は
ら
争
、
怖
に
確
定
的
な
る
費
別
で
あ
る
正
な

す
も
の
が
ゐ
る
な
ら
ば
、

そ
は
大
な
る
税
制
跡
で
あ
る
。
例
へ
ば
定
期
般
事
業
に
於
て
一
定
数
の
船
舶
を
使
用
す
る

場
合
に
は
、
そ
れ
が
郎
も
一
定
の
経
笹
規
模
を
な
す
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
規
模
を
超
過
せ

F
る
限
h
は
、
取
扱
運

送
量
が
、
増
加
す
る
も
、
船
舶
に
関
す
る
一
中
止
の
費
用
は
確
定
的
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
取
扱
ひ
蓮
設
量
が
こ
の
規

模
以
上
仁
出
づ
る
己
主
は
、
一
見
に
新
ら
た
に
船
柿
加
を
増
加
す
る
を
要
し
、
そ
の
ピ
き
に
は
、
そ
れ
ま
で
磁
定
的
で
あ

っ
た
一
定
の
技
用
が
急
激
に
大
増
加
を
な
す
の
で
ゐ
る
o
放
に
、
固
定
費
ご
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
一
定

ω経
鋒
規
模

を
前
提
己
し
工
の
名
稀
で
あ
る
。

こ
の
規
模
が
謹
冥
す
る
場
令
に
は
如
何
な
る
費
用
も
之
に
従
っ
て
縫
夏
す
る
。

( 

) 

多
数
の
迩
法
労
務
に
共
通
な
る
費
用
。
却
も
同
時
に
取
扱
は
れ
若
し
〈
は
時
を
異
に
し
て
取
扱
は
る
、

多
数

ω漣
浴
客
館
が
、

そ
の
運
送

ωた
め
仁
漣
帯
的
関
係
に
於

τ惹
き
起
す
所
の
経
費
で
め
る
。
怠
は
之
を
共
通

論

議

四

海
運
捗
務
の
提
供
に
要
す
る
原
山
武

第

宮血

第
二
十
四
巷

岡
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第

抗

四
四

言命

設

海
運
寺
誌
の
提
供
に
彊
す
，
，
M
H
貨

拍
車
二
十
田
谷

四

回

主

，

.
3
n
2
t
v
ふ
。
こ
れ
は
多
数
の
蓮
迭
客
憶
に
共
通
な
る
縦
投
で
ゐ
る

費
百
名
づ
〈
。
英
語
一
い
℃
は
問
O
R
E
-
，

同一4
比
例
的
に
増
加
す
る
こ
ご
な
〈
、
ま
党
運
送
客
般
が
減
少
す
る
も
之
正

か
ら
、
蓮
詮
客
樫
が
場
加
す
る
も
、
-
/

証』も、
J
r
-
b
る
o

郎
も
遅
透
量
の
増
加
の
場
合
に
は
、
こ
の
祁

ω費
用
は
漣
滅
的
制

比
例
的
に
減
少
す
る
二
ぐ
T
h
c

合
に
於

τ増
加
し
、
逗
迭
量
の
減
少
官
乙
場
合
に
も
、
遁
滅
的
割
合
に
於

τ減
少
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
つ

τ、

L

2
し
(
は
事
業
を
一
附
休
止
す
る
芯
も
之
を
府
止
せ
ざ
る
限
h
は
、
仰
は
、

縦
ひ
、
全
然
咽
培
法
量
M
r
h
}

〈
t

t

J

-

そ
の
幾
分
を
必
要
ご
す
る
装
用
で
あ
乙
ュ
そ
れ
故
に
、
濁
逸
の
書
物
で
は
、
之
を

Z

ロぐ
Z
E
-
E
m
E
r
ω
ぽ
苦
吟
山
口
中

』
は
丁
寧
に
『
2
2叫
出

n
F
P
ω
r
q
gロ
ι
E
弘ロ
N
O
E
B
〈

2
z
v
z
E且
5
m
g

口
円
宮
印
己
『

mHro見。
-
M

三
名
づ
り
、

し
居
品
。
郎
ち
非
比
例
的
袋
動
費
正
い
1

ム
意
味
で
あ
る
0

5
μ
r
r仙
ロ
丘
町
内
同
自
在
日
な
ど
さ
い
は

h
U
F

百

H

( 

ー
) 

個
々
の
蓮
一
三
一
勢
務
に
つ
い
て
要
す
る
費
用
。
印
ち
、
個
々
の
般
客
若
し
〈
は
貨
物
に
つ
い
て
特
別
に
要

ζ

の
械
の
費
用
を

ω唱の
n
r
L
n
o
m
E

ょ
っ
℃
之
を
特
泊
費
正
名
づ
〈

O

英
語
に
て
も
、

、p
」

し、

す
る
費
刷
で
ゐ
る
。

ふ
。
こ
の
稲
の
装
用
は
、
族
客
若
し
(
仏
貨
物
に
閲
し
て
直
接
に
要
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
叉

品
目
円
円
貯
の
Oω
宮

正
も
V
は
れ
・

ま
た
、

か
く
直
接
に
要
す
る
も
の
な
る
が
た
め
、

丑
の
も
の
に
つ
い
て
の
会
技
用
の
計
算
に
嘗
h

最
初
に
考
慮
せ
ら
る
、
み
闘
係
よ
h
、
之
を
回
以
同
町
E
m
g
m
E
ご
名
づ
〈
る
も

ωも
あ
る
o

こ
の
稲
の
技
用
は
、
各

t
の
逗
港
客
健
に
つ
い

τ特
別
に
要
す
る
も

ω
で
ゐ
る
か
ら
、
そ
れ
の
増
加
に
臆
じ
て
正
比
例
的
に
増
加

L
、
叉

そ
れ
の
減
少
に
慮
じ

τ正
比
例
的
に
減
少
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
運
透
量
の
杢
然
な
き
場
合
、
若
し
〈
は
運



~I 
b 
応

在、〈

迭
を
一
時
休
止
す
る
場
合
に
は
、
会
〈
要
せ
ぎ
る
費
用
で
あ
る
o

こ
の
結
よ
b
し
て
濁
逸
品
り
皐
者
は
、
之
を
ぐ
m
H
a

忠
一
宮
町
田
伊
民
間

-
2払
戸
品
目
。
宮
山
内
-
Z
P
B冒
P

E
名
づ
け
‘
又
は
説
明
的
に

Fm
言問
znrw
〈。ロ

ι
g
氏ロ
N
O
E
O

ロ
〈
日
目

roFE一
見
毎
日
間
2
5
r
f間一向巾ロロ
ι
同
日
〈
2
E
-
E
m
含
目
当
R
Z
E
ι
o
M円ERMM
ご
い
ふ
永
い
I

名
稀
を
輿
へ
て
居

る
も
の
も
ゐ
る
。

私
は
、
右
の
如
〈
、
運
法
労
務

ω生
産
投
を
、
固
定
費
、
共
通
費
、
特
別
費
ご
い
ふ
三
つ
の
も
の
仁
分
類
す
る

の
で
め
る
が
、
之
を
夏
に
漣
詮
せ
ら
晶
、
倒
h
H

の
貨
物
省

L
〈
は
放
容
に
つ
い

τ言
ふ
な
ら
ば
、
回
定
設
正
共
通

費
正
は
、
そ
の
蓮
迭
に
於

τ結
合
生
産
費
(
」
弘
ロ
円

g
m
E
)

た
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
悲
は
、
こ
、
に
は
、
運
治
量
己
い
ふ
こ
正
を
翠
に
運
送
客
飽
的
分
量
帥
も
そ
の
重
量
又
は
容
積
ご
解

L・

そ
れ
の
増
減
に
関
係
し
て
山
質
問
の
増
減
が
正
比
例
的
な
る
か
否
か
を
見
た
の
で
あ
る
。
併
し
運
迭
に
於
E
は
、
距

離
Z
い
ふ
も
の
も
、
分
量
己
共
に
、
費
用
の
棺
械
に
重
要
な
る
闘
係
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
放
に
卒
者
の
中
に

は
、
運
送
量
印
も

Z
R
S
S
oご
日
訟
の

ご
い
ふ
こ
ど
を
門
戸
自
由
民

q
a日
記
。

古

]g間
同
『
。
ご
E
C
-
z
に
分
解
し

て
、
澗
逸
卒
者
の
い
γ

は
ゆ
る

4

町内町『巴
E
E
2
r
2四
百
円
昨
丘
ロ
n
r
m
印巳『
MFoω
叶

EH

い
て
も
レ
ひ
得
る
も
の
で
あ
る
正
な
す
も
の
が
あ
る
。
併
し
乍
ら
、

は
、
分
量
に
つ
い
て
も
距
離
に
つ

か
〈
の
如
き
は
正
確
な
る
制
袋
で
は
な
い
。

距
離
の
増
加
は
或
積
の
費
用
の
晴
加
を
来
す
は
明
か
で
あ
h
，、

εし
て
そ
の
増
加
は
比
例
的
な
る
も
の
で
あ
る
り

れ
Y
』
も
.

そ
の
増
加
す
る
所
の
費
用
の
金
額
は
、

そ
の
増
加
距
離
仁
於
て
同
時
に
運
送
せ
ら
れ
た
る
多
数
の
混
浴

第
二
十
四
巻

I'!I 
五

論

叢

海
誕
捗
務
自
提
供
に
要
す
る
原
費

部

抗

四
五

Zimmermann， Ocean Shipping. p. 484. 1) 
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論

議

第
二
十
四
巻

聞
大

四
六

第

披

海
運
勢
浩
田
提
供
に
揺
す
る
原
費

客
憶
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、

や
は
り
そ
れ
ら
に
共
通
的
仁
要
し
た
る
費
用
で
ゐ
品
。
従
っ
て
、
そ
の
増
加
距
離

に
於
て
漣
迭
せ
ら
る
、
運
送
客
牒
が
増
減
す
る
も
、
増
加
距
離
の
た
め
に
要
す
る
費
用
は
、
比
例
的
仁
増
減
す
る

も
の
で
は
な
い
。
故
に
、
共
通
費
特
別
捜
の
匝
別
は
、
距
離
に
つ
い
て
見
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
し
て
、
運
法
客

健
そ
の
も
の
が
費
用
を
惹
き
越
す
に
つ
い
て
漣
帯
関
係
に
あ
る
か
否
か
に
よ

b
て
定
U
ぺ
き
も
の
で
あ
る
@

海
運
に
於
け
る
経
費
項
目

固
定
費
、
共
通
費
、
特
別
投
ど
い
ふ
も
の
を
各
I
前
越
の
意
味
の
も
の
E
定
h
u

る
さ
き
は
、
海
運
勢
務
の
提
供

に
要
す
る
諸
経
費
、
郎
も
海
運
捗
務
の
生
産
設
を
構
成
す
る
各
費
目
は
、
如
何
な
る
聞
係
に
於
て
こ
れ
ら
の

E
の

も
の
に
局
す
る
炉
。

通
常
、
海
運
労
務
生
底
捜
ゆ
一
費
目
ご
し
て
最
初
に
血
中
げ
ら
る
、
も
の
は
、
資
本
粧
品
茸
(
同
ω
立
E
F
B円。ロ)
で

あ
る
o

そ
し
て
之
は
資
本
の
調
達
に
要
す
る
費
用
正
、
資
本
の
報
酬
ぜ
し
て
要
す
る
費
用
E
に
分
た
れ
る
。
資
本

の
調
達
に
要
す
る
費
用
正

ν
ふ
は
、
例
へ
ば
株
式
曾
枇
に
於

τは
創
立
の
袋
用
の
如
き
、
増
資
の
費
用
の
如
言
、

乱
肌
債
募
集
の
費
用
、

そ
の
他
資
金
借
入
の
錦
に
要
す
る
技
用
の
如
、
き
を
い
ふ
。
資
本
の
報
酬
正
し
て
要
す
る
費
用

ご
い
ふ
は
、
借
入
資
本
に
謝
す
る
報
酬
た
る
費
用
の
意
味
で
あ
っ

τ、
郎
も
枇
債
の
利
子
及
び
借
入
金
の
利
子
で

あ
る
。

F 

'" 



資
本
の
調
議
に
要
す
る
費
用
は
・
そ
の
企
業
の
存
編
す
る
限
b
、
永
遠
の
賂
来
に
関
聯
し
て
投
下
せ
ら
れ
た
る

費
用
で
ゐ
る
o
依
に
之
は
悲
礎
費
た
る
も
の
で
あ
り
、
且
つ
こ
れ
は
、

理
論
上
に
於
で
は
、
企
業
存
続
の
会
年
限

に
分
割
し
て
鈎
却
せ
ら
る
ぺ
き
も
の
で
、
そ

ω
一
曾
計
期
間
(
一
年
叉
は
そ
れ
以
下
の
曾
計
的
悩
剖
期
間
)
に
樹
蛍

て
ら
れ
た
る
鈎
却
分
が
企
業
の
存
綴
す
る
限
b
、
そ
の
期
間
の
固
定
品
質
た
る
ぺ
き
も
の
で
あ
る
o
併
し
乍
ら
、
資

本
調
達
に
要
す
る
費
用
は
、
そ
の
金
額
概
ね
さ
ほ
ど
大
な
る
も
の
で
は
な
〈
、
企
業
存
績
の
金
年
限
に
亘
っ
て
分

捌
鮒
却
す
る
が
如
き
は
、
質
際
の
曾
計
手
前
胴
上
却
っ
て
無
意
味
の
事
柄
で
あ
る
。
従
っ
て
、
之
は
曾
計
上
の
便
宜

に
よ
り
、
車
に
数
ゲ
の
曾
計
期
間
仁
於
て
鉛
却
せ
ら
る
、
ご
正
、
す
る
。
そ
の
場
合
に
於
て
は
、
そ
の
闘
係
曾
計

期
聞
の
聞
に
げ
岡
定
費
正
し
て
取
扱
は
れ
る
。
ま
た
若
し
、
そ
の
金
額
が
比
較
的
少
額
な
る
も
の
な
る
ご
量
は
、

之
を
必
要
ご
し
た
る
曾
計
期
間
に
於

τ、
そ
の
金
額
を
単
な
る
支
出
項
目
ご
し
て
取
扱
ひ
、
貸
方
勘
定
に
そ
の
項

日
を
残
き
h
v

る
こ
ご
が
ゐ
Z
o
そ
の
場
合
に
於
て
は
、

こ
の
費
用
は
そ
の
曾
計
期
閉
じ
於
り
る
刺
盆
を
以

τ全
部

鈎
却
せ
ら
れ
た
る
二
古
、
な
る
か
ら
、
之
は
固
定
品
質
で
は
な
〈
盲
む
し
ろ
共
通
費
Z
し
て
取
扱
は
れ
た
も
の
芭
な

る。
資
本
の
報
酬
正
し
て
要
す
る
費
用
は
、
そ
の
企
業
が
か
、
る
資
本
を
保
有
す
る
限
り
、
毎
曾
計
期
間
に
於
て
困

定
費
正
な
る
o
而
し
て
、
こ
、
に
い
ふ
所
の
資
本
は
、
一
枇
債
若
し
く
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
b
τ
、
借
入
れ
た
る

資
金
で
あ
っ
て
、
固
定
費
ピ
な
る
も
の
は
、
卸
も
之
に
謝
す
る
支
梯
利
息
で
あ
る
。
然
る
に
、

炉
、
る
固
定
費
己

論

繋

梅
運
勢
務
の
提
供
に
要
す
る
原
費

第
二
十
四
巻

第

搬

四
七

四
七

" 



， 

諭

議

四
F、

海
趨
勢
務
目
提
供
に
要
す
る
原
費

第
二
十
回
答

同
J、

第

披

L
て
の
資
本
に
謝
す
る
報
酬
に
該
嘗
す
る
も
の
ご

L
τ
、
い
は
ゆ
る
固
定
資
本
た
る
所
の
航
船
、
土
地
、
建
物
、

そ
の
他
固
定
的
雑
誌
物
仁
謝
す
る
一
定
歩
合
の
利
子
を
患
「
る
も
の
が
あ
る
。
殊
に
船
舶
の
脈
問
慣
(
建
港
償
額
叉

は
買
入
債
格
)

之
を
海
運
勢
務
生
産
費
の
一
つ
ご
見
倣
す

ρ
、
か
、
る

に
劃
L
て
一
定
歩
九
百
の
利
子
を
見
積
h
、

事
項
に
閲
す
る
普
通
説
明
者
の
殆

E
一
致
す
る
所
で
あ
る
。
併
し
、

hr
〈
の
如
き
見
解
は
、
或
特
定
の
一
船
舶
に

つ
い

τ、
そ
の
航
海
成
績
を
調
査
す
る
場
合
、
者

L
f
は
、
或
品
市
場
運
賃
に
よ
h
て
取
引
を
な
し
て
、
世
間
並

の
利
潤
を
血
中
「
る
も
の
な
る
や
否
や
の
計
算
(
航
海
計
算
の
議
定
)
の
場
令
な
ど
に
於
て
は
、
意
味
を
な
す
も
の
で

あ
る
が
、
海
運
労
務
生
産
技

ω分
解
に
於
て
は
、
何
等
の
意
味
を
な
き
ヤ
る
事
柄
で
ゐ
る
。

ニ
の
賄
、
福
〈
誤
解

の
存
す
る
所
で
ゐ
る
か
ら
弐
仁
少
し
〈
之
を
説
明
す
る
。

偲
に
一
隻
の
船
舶
舎
建
議
す
る
た
め
に
、
若
し
〈
は
買
入
る
、
た
め
に
、

四
十
人
両
国
を
支
出
し
た
ピ
す
る
。

そ
し

τ、
ニ
の
般
舶
に
よ
h
て
海
運
業
を
管
む
た
め
に
、
夏
に
蓮
用
資
本
吉
[
て
二
高
固
を
以
て
事
業
に
あ
た
っ

た
ご
す
る
o

炉
〈

τ
一
ク
年
り
終
の
計
算
に
於
て
、
五
高
国
の
純
利
盆
を
奉
げ
た
d
v

す
る
な
ら
ば
、

そ
の
五
官
両
国

が
み
一
資
本
五
十
高
固
に
謝
す
る
の
利
子
で
ゐ
る
。
そ
し

τ、
そ
れ
は
言
ふ
ま
で
も
な
〈
年
一
制
の
利
子
一
1
め
る
。

若
し
、

こ
の
場
合
に
、

一
割
の
利
子
を
見
積
与
、
之
を
生
産
技
の
一
部
こ
考
へ
、

四
十
入
高
困
の
般
債
に
封
し
、

純
利
盆

ω計
算
に
於
て
之
を
既
仁
差
引
き
一
1
、
而
し
て
備
は
五
高
圃
ご
い
1

ふ
数
が
出
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
‘
会
資

本
五
十
世
両
国
に
謝
L
て
、
四
高
八
千
園
ご
五
高
園
、
合
計
九
詩
人
千
圃
が
そ
の
利
子
で
あ

h
、
年
一
割
九
歩
六
厘

" " 



t 

に
嘗
る
o

従
っ
て
般
債
に
封
す
る
利
子
の
歩
合
ご
し
て
定
め
た
る
も
の
が
、
世
間
普
通
の
利
子
歩
合
を
基
礎
Z
し

た
も
の
で
ゐ
る
な
ら
ば
、

い
ふ
所
の
五
官
両
国
の
純
盆
己
い
ふ
も
の
は
、
こ
の
事
業
仁
於
げ
る
資
本
の
報
酬
が
世
間

の
利
子
歩
合
よ
り
超
過
す
る
の
叩
何
度
を
示
す
も
の
で
、

か
、
る
計
算
仁
於
て
は
、
純
盆
皆
無
り
場
合
に
、

そ
の
事

業
に
於
け
る
資
本
の
報
酬
が
世
閑
並
で
あ
る
古
い
ふ
こ
正
、
な
る
。
い
は
ゆ
る
回
定
資
本
の
照
舗
に
劃
す
る
利
子

な
る
も
の
を
、
生
産
品
質
に
計
上
す
る
の
不
合
理
な
る
は
、

之
に
よ
っ
て
明
か
で
あ
ら
う
。
ぞ
し
て
そ
れ
は

ν
ふ
ま

で
も
な
(
、
田
平
に
船
舶
じ
の
み
限
定
し
た
事
柄
で
は
な
い
。
土
地
、
建
物
、

そ
の
他
一
一
切
の

νは
ゆ
る
固
定
資
本

に
つ
い
て
も
同
じ
こ
ピ
で
あ
る
。

併
し
乍
ら
、
右
山
船
舶
の
建
造
若
し
〈
は
買
入
れ
の
た
め
の
四
十
八
高
固
な
る
も
の
が
、
自
己
所
布

ω資
本
で

は
な
く
て
、
借
入
れ
資
本
で
ゐ
る
場
合
に
は
、
そ
の
借
入
金
に
謝
す
る
利
息
は
、
賞
然
、
生
産
設
正
し
て
計
上
す

べ
き
で
あ
る
。
而
し
て
、
自
家
資
本
の
場
合
に
は
、
五
高
岡
の
純
盆
で
あ
る
な
ら
ば
、
借
入
資
本
の
場
合
に
は
、

そ
れ
か
ら
支
扮
利
息
を
差
引
い
た
も
り
、
若
し
そ
れ
が
年
一
山
別
で
あ
る
な
ら
ば
、
岡
高
入
手
闘
を
差
引

V

立
も

の
、
郎
も
二
千
岡
が
、
純
利
盆
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
、
自
己
所
有
の
資
本
ご
し
て
は
、
運
用
資
金
の
二
高
岡
江

り
で
あ
る
な
ら
ば
、

こ
の
事
業
の
利
益
、
郎
も
ニ
の
事
業
に
於
り
る
資
本
に
謝
す
る
利
子
は
、
年
一
割
で
あ
る
。

若
し
も
、
こ
の
四
十
入
宮
内
国
が
借
入
資
本
で
あ
る
場
令
に
、
そ
れ
に
謝
す
る
利
子
が
、
船
舶
原
備
に
謝
す
る
利
子

正
し
て
生
産
費
ゆ
中
仁
計
算
せ
ら
れ
、
而
も
品
刊
は
五
高
固
の
純
益
が
あ
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
ニ
首
阿
国

瞳

帯

梅
謡
接
務
自
提
供
K
聾
す
る
原
費

第
二
十
四
巻

第一一蹴

E月
九

四
九

" 



繭

議

海
運
磐
務
自
提
供
に
聾
ナ
る
原
費

第
二
十
四
巻

豆
O 

第

披

E 
O 

の
自
家
資
本
に
劃
す
る
利
子
ご
し
て
、
貫
に
年
二
十
五
割
に
嘗
る
こ
吉
、
な
る
。

般
舶
原
胴
聞
に
劃
す
る
利
子
が
、
生
産
投
正
し
て
計
算
せ
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
加
納
が
借
入
資
金
を
以
て
建
造
せ

ら
れ
、
叉
は
民
入
れ
ら
れ
た
る
場
合
仁
限
る
の
で
あ
っ
て
、
自
己
所
有
の
資
金
を
以
て
建
議
若
し
(
は
買
入
れ
ら

れ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
に
謝
し
て
一
定
の
利
子
を
生
産
費
正
し
て
計
算
す
ぺ
き
で
は
な
(
、
準
ゐ
事
業
の
成
果
た

る
純
利
盆
そ
の
も
り
が
、

そ
の
資
本
に
識
す
る
利
子
で
ゐ
る
二
ピ
は
・
右
に
越
ぷ
る
所
に
よ

h
τ
明

か

で

あ

ら

と
も
併
し
こ
の
閥
係
は
間
半
に
航
焔
に
の
み
限
る
も
の
で
は
な
い
γ

。
借
入
資
本
を
以
て
調
越
し
た
る
総
て
の
、

し、

は

ゆ
る
制
定
資
本
の
原
倒

ι謝
す
る
利
子
は
皆
生
産
費
で
あ
る
。
否
、
そ
れ
は
、
車
に
い
は
ゆ
る
固
定
資
本
ご
な
っ

て
居
る
も
の
、
原
倒
に
劃
す
る
利
子
だ
け
で
は
な
い
o
運
用
資
金
で
あ
っ

τも
、
そ
れ
が
借
入
資
本
で
あ
る
場
合

に
は
、
之
に
謝
し

τは
一
定
の
利
子
を
必
中
文
抑
は
ね
ば
な
ら
必
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
利
子
は
や
は
り
・
生
産

費
で
ゐ
る
o

卸
ち
、
鋤
州
川
原
附
聞
に
劃
す
る
利
子
が
生
産
品
質
ご
し

τ見
積
ら
れ
る
の
は
、
普
通
説
明
せ
ら
晶
、
如

f
、
船
舶
が
い
は
ゆ
る
闘
定
資
本
で
ゐ
る
が
た
め
で
は
な
ぐ
、

そ
れ
が
借
入
資
本
を
以
て
建
造
せ
ら
れ
、
若
し
〈

は
購
入
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
ゐ
る
。
利
子
が
生
産
費
正
し
て
見
積
ら
る
、
ご
ご
を
要
求
す
る
の
は
、
借

入
資
本
た
る

ω資
格
に
於

τで
ゐ
っ
て
、
決
し
て
固
定
資
本
た
る
凶
資
格
に
於
て
い
γ

は
な
い
。
伎
に
借
入
資
本
た

る
以
上
は
、
そ
れ
が
船
舶
に
糟
現
せ
ら
れ
居
る
ご
、
土
地
叉
は
建
物
に
鰹
現
せ
ら
れ
て
居
る
正
、
は
た
、
還
問
資

金
ピ
な
っ
て
居
る
ど
を
問
ふ
べ
き
で
は
な
い
o
そ
れ
が
如
何
な
る
も
の
に
館
現
せ
ら
れ
居
る
に
せ
よ
、
か
、
る
借



入
資
本
の
存
在
す
る
限
h
、
之
に
謝
す
る
利
子
は
前
に
遁
ぺ
た
る
意
味
の
回
定
費
で
ゐ
る
@

海
運
事
業
に
於
り
る
借
入
資
本
の
利
子
は
、

そ
れ
が
樹
事
業
的
貸
借
た
る
閥
係
に
あ
る
場
合
に
は
、
普
通
の
借

入
資
本
の
場
合
よ
り
も
や
、
高
率
な
る
を
常

b

と
す
る
。

そ
の
理
由
は
、

海
運
事
業
は
他
の
産
業
よ
り
も
、

競
争
の

激
烈
己
な
る
虞
多
〈
、
且
つ
諸
外
園
、
」
の
政
治
上
の
危
険
の
下
に
附
ら
さ
る
、
場
合
も
少
〈
は
な
(
、
事
業
に
多

少
の
危
険
性
め
り
ご
認
め
ら
る
、
か
ら
で
あ
る
o

併
し
乍
ら
、

そ
れ
が
掛
人
的
貸
借
た
る
関
係
に
あ
る
場
合
に

け
悼
、
素
よ
h
J
是
の
人

ω、
郎
も
海
道
一
事
業
を
経
笹
す
る
人
の
一
般
的
資
産
関
係
に
於
て
、

利
率
が
定
め
ら
る
、
、
は

言
ふ
ま
で
も
な
い
。
我
岡
に
於
り
る
海
事
金
融
は
、

そ
の
い
づ
れ
仁
標
識
を
置
い
て
ゐ
る
か
は
、

明
か
で
は
な
い

が
、
銀
行
又
は
海
上
保
険
曾
刑
が
海
事
金
融

ω利
子
ご
し
て
要
求
す
る
所
は
、
通
常
年
一
割
乃
至
一
割
二
歩
で
ゐ

る
Z
い
ふ
。

開
定
資
本
じ
謝
す
る
利
子
ご
い
ふ
も
の
は
、
右
に
逃
ぷ
る
が
刻
〈
、
海
運
労
務
生
産
費
正
見
倣
す
べ
き
も
の
で

は
な

ν。
併
L
乍
ら
、

そ
の
い
は
ゆ
る
闘
定
資
本
が
事
業
の
遂
行
、
郎
も
海
運
帥
労
務
の
提
供
に
よ
・
り
て
、

一
定
年

限
の
後
に
は
、
消
耗
に
蹄
し
、
若
し
〈
は
川
唯
一
般
値
に
蹄
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
仁
は
、
各
曾
計
期
間
内
に
減
少
す
る

そ
の
償
額
は
・
勢
務
提
供
の
た
め
仁
一
安
し
化
る
犠
牲
で
あ
る
か
ら
、
疑
ひ
も
な
〈
生
産
費
で
あ
る
。
而
し
て
、
之

は
、
正
確
に
い
ム
な
ら
ば
、
各
年
度
毎
に
そ
の
倒
閣
師
削
減
少
の
程
度
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
、
建
造
初

論

議

梅
運
勢
壮
明
白
提
供
に
要
す
る
原
費

第
二
十
四
谷

五

1再

説

五
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論

議

五

海
辺
勢
務
凶
提
供
匹
聾
す
る
原
費

第
二
十
回
答

五

第

量晶

年
度
に
於
け
る
損
耗
は
、
十
数
年
後
に
於
り
る
年
度
の
損
耗
に
比
べ
て
は
甚
に
少
か
る
べ

f
、
叉
固
定
資
本

ω秘

類
に
よ
b
て
は
、
取
扱
ひ
運
送
量
の
多
大
な
る
場
合
に
は
、
そ
の
少
量
な
る
場
合
よ
b
も
損
耗
の
税
皮
が
大
で
あ

る
べ
き
で
あ
る
。
併
L
乍
ら
、

か
(
の
如
き
損
耗
の
程
度
を
正
確
に
測
定
L
、
償
問
削
減
少
を
精
密
に
算
定
す
る
が

刻
き
こ
ピ
は
、
到
底
不
可
能
で
ゐ
る
か
ら
、
事
業
経
帥
営
者
は
一
定
の
耐
久
年
限
を
像
定
L
、
之
に
削
賞
し
、
、
合

計
手
間
刷
上
各
年
度
毎
に
そ
の
平
均
の
削
常
hr
鈎
却
す
る
司
」
正
、
、
℃

τ尉
る
o

い
ー
は
ゆ
る
紙
調
釦
却
費
(
巴
4
R
O
E
-

民
。

P
〉
r
R
r
R
F
Z向
井
oω
丹
命
日
)

古
い
ふ
も
の
は
却
も
之
で
あ
る
o

か
〈
の
如
〈
、
各
年
度
に
制
蛍
て
ら
れ
た
る
鮒

却
費
は
、
毎
年
度
必
宇
一
定
額
を
要
す
る
も
の
正
し
て
事
業
計
査
が
立

τら
れ
.
て
居
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の

関
係
じ
於
て
之
は
固
定
費
ぜ
な
る
。

海
運
事
業
に
於
て
、
減
煩
鈎
却

ω目
的
正
な
る
尉
産
は
、

い
ふ
ま
で
も
な

f
、
船
舶
が
ぞ
の
主
な
る
も
の
で
あ

る
。
船
舶
及
び
そ
の
機
関
は
使
用
に
従
ひ
、
次
第
に
構
造
上
の
損
耗
を
来
し
、
縦
ひ
相
官
の
修
理
を
施
す
ピ
色
、

幾
年
か
の
後
に
は
、
使
用
に
耐
え

F
る
に
至
る
も
の
で
ゐ
る
o

之
は
、

い
は
ゆ
る
自
然
的
世
田
耗

(
E
Eユ
山
口
}
凶
作
〉
マ

E
R
E向
)
で
る
る
o

そ
の
上
に
、
海
運
事
業
は
競
争
の
盛
な
る
も
の
で
あ
る
ピ
共
に
、
造
船
越
機
工
業
の
進
歩
は
、

年
々
、
般
憾
の
構
造
に
於
て
又
は
機
関
の
様
式
に
於
て
新
ら
た
な
る
経
滅
的
工
夫
の
施
さ
れ
た
る
舶
舶
を
製
作
す

る
の
で
あ
る
か
ら
、
海
運
業
者
は
、

そ
の
現
在
使
用
せ
る
船
加
が
未
だ
自
然
的
老
朽
に
迷
せ
宇
古
色
、
経
済
的
老

朽
、
ま
た
は
い
は
ゆ
る
ミ
自

O
B
F
Z
-
w
p
g
p
o
E此
の
た
め
に
、
相
嘗
年
限
の
う
も
に
使
用
般
の
取
替
へ
を
な
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さ
ね
ば
な
ら
肉
こ
吉
、
な
る
。
そ
の
年
限
は
通
常
、
建
造
の
年
よ
ち
起
算
し
て
一
一
十
ヶ
年
正
せ
ら
れ
て
居
る
。
郎

も
、
建
遊
困
問
格
に
謝
す
る
年
五
歩
の
金
額
を
般
債
鈎
却
費

ω名
目
り
下
に
控
取
す
る
の
慣
例
で
あ
る
。
但
し
、

の
割
合
は
も
ご
よ
b
海
運
業
者
各
自
の
立
場
に
よ

h
、
そ
の
脱
営
業
計
査
に
従
っ
て
必
す
し
も
同
一
で
は
な
い
。

減
価
恨
鮒
却
は
右
に
通
ぶ
る
が
如
〈
、
自
然
的
若
し
く
は
経
済
的
損
耗
じ
よ
る
煩
板
減
少
に
順
臆
す
る
た
め
の
曾

計
上
の
蕗
託
で
あ
る
か
ら
、
嘗
該
財
産
が
貝
健
的
に
残
存
す
る
限
'
り
は
、
理
論
上
に
於
て
は
、
最
後
の
一
銭
士
で

備
却
す
吋
旨
も
の
で
は
な
〈
、
そ
の
鹿
市
武
償
額
(
『
門
町
長
吉
岡
'
石
〈
巴
zn)
は
残
存
せ
し
む
べ
き
も
の
で
あ
る
。
殊

仁
こ
の
版
業
償
額
は
、
生
産
費
正
し
て
収
扱
ふ
ぺ
き
も
の
で
は
な
い
。

か

(τ
一
曾
計
期
間
に
剖
蛍

τら
れ
た
る
減
償
鈎
却
設
は
、

そ
の
期
間
の
海
運
叫
労
務
の
生
摩
費
正
な
る
ご
共

に
、
そ
の
減
鋪
鈎
却
を
行
ひ
た
る
船
舶
は
そ
の
帳
簿
上
の
償
額
が
そ
れ
だ
け
少
〈
な
る
の
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
、

か
〈
の
如
〈
に
行
ふ
所

ω鮒
却
は
、
も
ご
よ
・
り
減
舗
の
鉛
却
で
あ
る
り
れ
H

と
も
、
之
は
、

そ
の
企
業
者
が
海
運
事

業
を
継
続
し
て
行
ふ
も
の
で
あ
る
限
り
旬
、

ヲ
ぞ
の
船
舶
が
厳
用
に
蹄
L
た
る
正
量
、
新
ら
た
な
る
航
舶
を
建
遣
し
若

L
〈
は
買
入
る
、
の
費
用
に
充
て
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
o

故
に
、
鉛
却
費
に
あ
た
る
所
の
金
額
は
、
他

方
に
於

τ、
鈎
却
積
立
金
、
叉
は
姉
舶
新
造
準
備
金
な
ど
ご
い
ム
名
稀
に
て
積
立
て
ら
る
、
も
の
で
あ
る
。
若
し

こ
の
積
立
を
な
さ
い
る
ご
き
は
、

hv
は
ゆ
る
減
債
総
却
費
は
一
帯
貨
に
於
て
滅
債
総
却
を
な
さ
争
、
管
業
利
盆
に
混

入
し

τ、
問
蛍
せ
ら
る
、
こ
正
、
な
h-
、
利
盆
配
蛍
の
名
稀
に
か
〈
れ
て
、
資
本
自
慌
の
配
蛍
ご
な

h
、
そ
れ
言

海
運
捗
務
の
提
供
に
要
す
る
尿
拘
置

第
二
十
凹
容

五

静

観

五

論

諜

』
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説苧

錯
ニ
十
四
巷

海
運
勢
務
即
位
供
に
要
す
る
原
費

輩

第

!1l< 

五
E旦

宜

四

共
に
減
傑
鈎
却
費
な
る
も
の
が
、
生
産
費
己
し
て
の
取
扱
ひ
を
受
付

F
る
こ
正
、
な
る
o

海
運
事
業
に
於
て
減
価
慣
鈎
却
を
行
ふ
べ
き
も
の
は
、
主
た
る
般
刷
、
卸
も
通
常
い
ふ
所
の
本
船

r
り
で
は
な

ぃ
。
若
し
そ
の
事
業
を
倍
む
た
め
に
、
補
助
汽
艇
、
畑
町
そ
の
他
の
船
舶
を
有
す
る
ご
き
は
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
も

減叫慣

ω釦
却
を
行
は
ね
ば
な
ら
守
、
ヌ
、
本
盾
、
支
府
、
出
張
所
、
倉
庫
、
等

ω岨
官
業
用
建
築
物
仁
つ
い
て
も
、

そ
の
自
然
的
若
L
〈
は
経
済
的
老
朽
は
、
海
蓮
拙
常
務
の
提
供
を
な
す
に
要
す
る

の。
且

で
あ
る
か
ら
、
之
に
謝
し

て
減
舗
の
紛
却
を
行
ふ
を
必
要
ピ
す
る
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
海
運
曾
枇
が
、
若
し
も
、
桟
橋
、
加
梁
等

の
港
機
的
設
備
を
自
ら
所
布
す
る
場
合
に
於
て
色
、

そ
れ
ら
の
減
償
紛
却
を
必
要
ご
す
る
は
、
右
E
会
〈
同
様
で

あ
る
。併

し
乍
ら
、
減
傾
鉛
却
は
蛍
該
財
産
の
所
有
正
会
〈
相
関
聯
す
る
所
の
問
問
で
あ
る
。
出
偶
橋
、
加
梁
等
を
自
ら

所
有
せ
す
・
日
公
設
者
L
〈
は
私
設
の
そ
れ
ら
を
、
使
用
料
を
支
梯
ム

τ使
用
ず
る
場
合
仁
は
、
そ
の
費
用
は
前
述

の
共
通
費
ご
な
b
、
も
ご
ょ
・
9
回
定
費
で
は
な
(
、
且
つ
減
傾
鈎
却
の
問
題
は
超
ら
な
い
。
ま
た
、

本
山
泊
、

支

応
、
闘
技
所
、
倉
庫
等
も
、
之
を
他
よ
b
借
入
れ
て
使
用
す
る
ど
き
は
、
そ
の
費
用
は
毎
管
業
期
間
一
定
額
の
借

賃
正
し
て
は
必
中
支
梯
は
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
閥
係
に
於
て
、

や
は

h
固
定
品
質
で
は
あ
る
り
れ

戸
』
も
、
こ
の
場
合
に
は
減
償
鉛
却
古
い
ム
ニ
E
な
〈
、
従
っ
て
減
調
鉛
却
費
ご
し
て
悶
定
費
己
な
る
の
で
は
な

ぃ
。
か
〈
の
如
き
究
第
で
ゐ
る
か
ら
、
或
費
朗
が
固
定
費
で
あ
る
か
、
共
通
費
で
あ
る
か
、
ま
た
、
そ
の
何
れ
に

l・・・・l

" 



し
で
も
、

そ
が
然
る
こ
ご
の
理
由
は
、
海
道
事
業
の
経
管
方
法
如
何
に
よ
り
て
異
る
こ
ご
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。

誠
四
個
釦
却
ご
い
ふ
こ
ピ
は
、
右
に
越
よ
る
が
如
〈
、
自
家
資
本
な
る
ご
借
入
資
本
た
る
ピ
を
問
は
す
、
多
数
の

曾
計
期
間
に
亘
っ
て
用
ゐ
る
所
の
生
産
機
関
(
叉
は
生
産
手
段
)
仁
之
を
投
じ
た
る
ご
き
仁
、
そ
の
生
産
機
関

ω自

然
的
若
し
〈
陪
経
糖
的
損
耗
に
よ
る
減
衡
に
膝
じ
て
、
之
が
評
煩
を
減
少
す
る
の
趣
旨
に
よ
h
、
毛
の
も
の
、
帳

簿
償
額
を
減
少
し
、
且
っ
そ
れ

rり
他
方
に
之
を
積
立
つ
る
こ
芭
で
あ
る
。
詳
し
〈
言
へ
ば
、
減
欄
紡
却
費
ご

曾
計
期
間
に
謝
す
る
減
酬
明
鮒
却
の
樹
鴬

τ繍
)
を
生
産
費
正
し
て
見
積
台
、
之
を
運
賃
卸
も
代
債
の
一
部
分
Z
L

て
回
放
し
(
生
産
機
聞
に
固
定
的
に
投
下
し
た
る
資
志
の
回
収
可

そ
の
凶
牧

L
柁
る
も
の
を
、

-Rび
生
産
機
関
仁

論

議

海
運
勢
務
自
提
供
に
聾
す
る
原
曲
目

第
二
十
四
巻

E 
宜

第

部

五
五

固
定
す
る
の
準
備
ご
し
す
一
積
立
つ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
、
減
償
鈴
却
Z
ν
ふ
ニ
ピ
は
、
資
本
の
固
定

ぜ
そ
の
回
股
ピ
レ
ム
循
環
の
手
続
で
め
る
o

借
入
資
本
の
償
却
(
叶
口
問

E
問
)
苦
い
ふ
こ
ど
は
、
右
に
述
べ
た
る
減
傾
鉛
却
さ
全
く
そ
の
意
味
を
異
じ
す
る
。

之
は
、
自
家
資
本
若
し
く
は
積
立
利
盆
を
以
て
偵
務
の
排
演
を
す
る
ニ
ピ
で
ゐ
る
。
放
に
、

こ
の
借
入
資
本
の
償

却
郎
ち
償
還
を
一
定
の
計
査
に
基
吉
、
各
倍
業
期
間
に
制
慌
て
、
も
、
そ
の
割
嘗
額
以
、
生
産
品
質
芭
認
む
ぺ
き
も

の
で
な
〈
、
従
っ
て
勿
論
、
そ
の
年
度
の
固
定
設
で
は
な
い
。
若
し
之
を
生
産
費
ご
し
て
取
扱
ふ
官
、
き
は
、
そ
の

借
入
金
の
会
部
償
選
後
に
於
て
、

ぞ
れ
に
相
賞
す
る
額
の
尉
産
が
積
立
利
盆
以
外
に
於
て
残
存
す
る
の
奇
妙
な
る

結
呆
を
呈
す
る
こ
正
、
な
る
o
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議

海
運
捗
棒
白
提
供
に
堕
す
る
尿
曲
賞

第
二
十
回
答

一
五
六

第

韓

五ー.J、

海
道
事
業
の
縦
畿
に
於

τは
、
逗
品
地
勢
務

ω提
供
に
要
す
る
原
費
Z
し
て
海
上
保
険
に
闘
す
る
艇
技
-
郎
も
保

険
料
{
司
耳
目
吉
日
)

な
る
も
の
を
見
逃
す
こ
芭
は
出
来
な
い
o

減
附
恨
鉛
却
費
が
、
航
船
の
自
然
的
若
し
〈
は
経
済

保
険
料
は
、
船
舶

ω不
慮
の
損
害
に
よ
る
償
額

的
老
柘
に
よ
る
煩
額
減
滅
に
謝
す
る

B
E
で
あ
る
ご
嗣
様
仁
、

拙
冊
減
仁
謝
す
る

g且
で
ゐ
る
o

船
舶
は
、

或
は
海
難
叉
は
火
災
等
に
よ
b
、
戒
は
故
意
又
は
過
失
等
に
よ
り
減

失
破
壊
段
損
す
る
こ
ご
が
あ
る
。
山
ぐ
る
原
因
に
よ
る
債
額
減
減
に
劃
す
る
経
済
上

ω
準
備
正
し
て
は
、
保
険
の

方
法
に
よ
る
を
以
て
歪
常
ピ
す
る
。
故
に
、
海
運
業
者
は
、
そ
の
所
有
の
船
舶
を
海
上
保
険
曾
枇
の
保
険
に
附
け

る
を
常
正
す
る
。

保
険
に
は
、
平
時
危
険
(
冨
包
ロ
何
百
件
)
に
謝
す
る
も
の
ご
、
戦
時
危
険
(
巧
E
E
r
)
仁
謝
す
る
も
の
ご
あ

り
、
前
者
の
一
場
合
に
も
、
更
に
、
船
舶
を
航
海
の
周
に
供
す
る
の
mm態
に
於
り
る
危
険
の
負
指
を
な
す
も
の
ご
、

紫
献
の
拡
践
に
於
け
る
危
険
の
負
槍
を
な
す
も
の

Z
が
あ
っ
て
、
各
E
そ
の
保
険
料
率
を
異
に
す
右
。
従
っ
て
海

運
業
者
の
負
携
ご
な
る
べ
き
金
額
に
も
亦
主
主
回
調
が
あ
る
。
戦
時
危
険
の
保
険
は
、
就
役
航
路
に
よ
ら
叉
積
載
貨
物

に
よ
・
9
、
ぞ
の
卒
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
多
楠
多
様
の
貨
物
を
混
載
す
L
所
の
定
期
船
の
場
合
に
あ
ち
て

は
、
そ
れ
は
前
逃
り
意
味
の
共
通
費
ど
な
h
、
全
部
備
般
正
し
て
就
役
す
る
不
定
期
船

ω場
合
に
は
、
特
別
費
E

な
る
。

拙着、「保険本質論J第四章、第四簡畢問。



卒
時
危
険
に
謝
す
る
保
険
料
も
、
般
舶
を
航
海
の
放
鵡
に
置
〈
ご
、
螺
舶
の
欣
般
に
置

f
z
に
よ
b
て
、
そ
の

事
を
異
に
す
る
。
而
し
て
、
船
舶
を
航
海
川
町
紋
磁
に
訟
〈
か
、
繋
般
的
奴
態
に
置
(
か
は
、
殿
山
紺
な
る
考
慮
の
下

じ
め
る
説
明
正
し
て
は
、
掛
田
該
海
運
業
者
が
取
扱
ふ
淫
逸
量
の
多
忍
に
よ
h
て
定
ま
る
所
で
ゐ
る
ご
一
言
は
ね
ば
な

ら
m
H
o

従
っ
て
卒
時
危
険
に
謝
す
る
保
険
料
も
亦
、
正
般
に
言
へ
ば
、
闘
定
品
質
で
は
な
〈
、
共
通
費
で
あ
る
ピ
言
は

ね
ば
な
ら
ぬ
o

併
し
乍
ら
、
定
期
般
事
業
に
於
て
は
、
縦
ひ
交
通
量
的
減
少
の
場
合
に
於
て
も
、
使
用
般
を
航
路

よ
り
引
扱
い
て
、
之
を
操
船
山
肌
牒
に
泣
(
こ
正
は
、
事
業
の
性
質
が
許
さ
い
Y

る
所
で
あ
る
か
ら
、
か
、
る
こ
ご
は

事
質
上
殆
ど
之
れ
な
き
所
で
あ
る
。
放
に
、
定
期
般
事
業
に
於
て
は
、
卒
時
危
険
的
保
険
料
は
闘
定
費
で
あ
る
o

不
定
期
般
事
業
に
於
て
は
、
就
役
の
甚
だ
不
利
な
る
場
令
に
は
、
繋
船
仁
よ
・
り
て
事
業
損
失
を
確
定
す
る
方
が

事
ろ
有
別
で
あ
る
か
ら
・
保
険
料
仁
つ
い

γτ
も
照
舶
の
場
合
を
見
逃
す
こ
ご
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
併
し
繋
船

ご
い
ふ
こ
己
は
、
不
定
期
船
に
於
て
も
よ
〈

4
〈
の
こ

E
で
あ
っ

τ、
海
運
界
不
景
気
の
甚
だ
し
き
特
殊
の
場
合

を
除
、
昔
、

あ
ま
り
行
は
れ

F
る
所
で
ゐ
る
か
ら
、
不
定
期
船
業
者
が
、
若
し
も
正
嘗
な
る
曾
計
上
の
計
算
を
行
ふ

も
の
な
ら
ば
、
般
加
の
一
中
時
保
険
料
の
如
〈
、
毎
修
業
期
間
定
額
を
要
す
る
も
の
は
.
固
定
費

E
L
て
取
扱
ふ
吋

‘
き
で
あ
る
。
然
ら

F
る
場
合
に
於

τは、
そ
の
事
業
決
算
に
於
て
損
盆
ピ
し

τ血
中
げ
ら
れ
た
る
数
字
が
果
し
て
正

確
に
損
盆
た
る
か
否
か
、
頗
る
疑
は
し
き
も
の
ど
な
る
。

権
運
業
者
は
、
右
に
識
よ
る
が
如
〈
.
そ
の
所
有
船
舶
を
海
上
保
険
曾
枇
の
保
険
に
附
し
、
卒
時
危
険
に
謝
す

百曲

議

梅
誕
勢
務
自
提
供
に
裂
す
る
原
費

第
二
十
四
谷

王I
t 

第

披

E 
L 

拙者、 nlo週間盟諭J一三Q頁審問。1) 
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叢

海
謡
曲
常
務
山
提
供
に
却
す
る
風
致

第
二
十
四
谷

五
A 

第

抗

五
J、

る
保
険
料
は
固
定
費
ご
し
て
取
扱
ひ
、
戦
時
危
険
に
封
す
る
保
険
料
は
共
通
費
又
は
特
別
費
記
し
て
取
扱
ふ
の
で

あ
る
が
、
併
し
、
大
規
模

ω定
期
船
曾
枇
の
如
〈
、
多
数
の
船
舶
を
所
有
す
る
も
の
は
、
保
険
者
の
保
険
に
附
せ

十
し
て
、

い
は
ゆ
る
自
家
保
険
(
在
小
宮
E
E言
。
)

を
行
ふ
も
の
が
あ
る
。
郎
も
、
所
有
の
各
般
舶
に
つ
き
、
毎

蝿
官
業
期
閥
に
於

τ、
一
定
の
椋
準
に
よ
る
所
の
金
額
を
保
険
準
備
金
=
し

τ積
立
て
、
不
慮
の
事
件
に
基
づ
〈
所

の
修
繕
費
は
之
よ
b
支
排

L
、
叉
は
代
舶
の
建
議
若
L
〈
は
麟
λ
の
費
用
は
之
を
以

τ充
て
る
の
で
あ
る
。
こ
の

海
運
業
者
が
、

εω
所
有
舶
を
海
上
保
険
に
附
す
る
の
は
寧
仁
術
館
正
機
関

z
rり
で
は
な
〈
、
風
具
、
糧
食
、

自
家
保
険
の
方
法
は
海
運
曾
枇
が
そ
の
所
有
鋤
各
隻
の
会
償
額
に
つ
い
て
之
を
行
よ
こ
え
か
あ
h
、
又
は
保
険
曾

枇

ω保
険
に
附
せ

F
る
一
部

ω金
額
若
し
く
は
保
険
曾
枇
が
引
受
け

F
る
残
部

ω金
額
に
つ
き

τ之
を
行
ふ
マ
ミ

が
あ
る
。

い
づ
れ
に
す
る
も
、
自
家
保
険
り
た
め
の
積
立
費
は
常
該
鋒
業
年
度
に
於
り
る
固
定
費
で
あ
る
o

燃
料
に
つ
い
て
も
保
険
を
附
す
る
ζ

芭
が
め
る
。
扇
具

ω場
合
は
勿
論
、
糧
食
、
燃
料
の
保
険

ω場
令
に
も
、
大

党
抵
、

一
定
期
閑
を
通
じ
て
一
定
額
の
保
険
じ
附
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
た
め
の
費
用
は
固
定
設
で
あ
る
。
ま

た
海
運
業
者
は
、
現
に
航
海
中
に
あ
る
船
舶
の
未
牧
漣
貨
に
つ
い
て
も
、
海
上
保
険
に
附
す
る
こ
Z
が
ゐ
る
。
こ

の
場
合
に
於
て
は
、
そ
の
保
険
料
は
未
牧
運
賃
の
額
に
よ

b
τ
巽
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
定
期
舶
の
場
合

に
は
共
通
費
正
な
b
、
不
定
期
般

ω場
合
に
は
特
別
捜
正
な
る
。

海
運
業
者
は
、
ま
た
、
そ
の
有
す
る
所
の
補
助
汽
艇
、
岬
貯
等
仁
つ
い
て
も
海
上
保
険
を
附
L
、
且
つ
陸
上
財
産

" 



た
る
本
支
泊
、
出
張
所
、
倉
庫
等
の
娃
築
物
、
並
ぴ
じ
桟
橋
の
如
き
不
動
産
、
及
び
、
事
務
用
品
そ
の
他
の
動
産

r
っ
き

τ、
火
災
保
険
を
附
す
る
。
こ
の
場
合
じ
は
、
そ
の
保
険
料
は
い
づ
れ
も
、
各
曾
計
期
間
に
於
て
一
定
額

で
あ
る
が
放
に
、
皆
固
定
費
で
あ
る
。

船
舶
の
修
繕
に
要
す
る
設
用
が
、
十
僻
運
労
務
の
提
供

ωた
め
の
経
費
た
る
は
雪
ロ
ム
ま
で
も
な
し
。
般
舶
の
修
繕

費
は
通
常
、
大
修
繕
費
(
の

B
O
B
-
F
1
3
2
r
E弘
同
名
弘
明
凶
)
、
小
修
繕
費
(
同

E
昆
ロ
間
宮
町
民
自
)
及
び
、

船
底
出
削
荷
山
筑
(
の
E
〈宮町

E
回目

E
E
)
ピ
仁
分
っ
て
取
扱
は
れ
品
。
大
修
繕
投
己
い
ふ
は
、
般
帥
川
の
耐
航
飽
力
百
機

闘
の
健
全
己
を
維
持
す
る
が
た
め
に
、
数
年
に
一
回
施
行
す
る
大
修
繕
の
際
に
要
す
る
費
用
で
あ
る
。
か
、
る
大

修
繕
は
、
通
話
船
舶
検
査
法
の
規
定
に
従
ひ
特
別
府
慨
奇
を
受
(
る
場
合
に
施
行
せ
ら
る
、
の
で
あ
る
が
、
併
し
又

船
舶
が
海
難
仁
迫
ひ
若
し
〈
は
街
突
座
礁
等
に
よ
b
破
損
を
受
り
た
る
場
合
に
も
行
は
る
、
は
通
ぶ
る
ま
で
も
な

ぃ
。
小
修
繕
設
ピ
い
ふ
は
、

か
、
る
検
査
若
し
く
は
偶
然
な
る
破
損
ど
は
閥
係
な
〈
、
主
芭
し
て
そ
の
卒
常
の
使

加
よ
b
京
市
る
損
耗
に
封
ず
る
修
繕
に
要
す
る
費
用
で
あ
っ

τ、
船
底
清
掃
費
古
い
ふ
は
、
速
力
の
減
退
を
防
ぐ
た

め
に
、
般
底
及
び
鋤
側
に
附
着
せ
る
海
草
貝
妓
等
を
除
却
し
・
且
っ
そ
れ
ら
の
附
着
を
防
止
す
る
作
胤
あ
る
塗
料

(
い
は
ゆ
る
船
底
塗
料
)
を
塗
附
す
る
に
要
す
る
費
用
で
あ
る
。

修
繕
費
の
う
も
、
海
難
そ
の
他
不
慮
の
事
件
に
よ
る
損
傷
の
た
め
に
要
す
る
も
の
は
、
保
険
曾
刑
よ
b
受
領
す

第

統

五
ブL

第
二
十
四
容

E 
九

日古

叢

海
運
捗
務

ω
提
供
に
加
賀
す
る
原
則
訊

船舶槍杏法第三降、同f世J
却糾}草若t、「海運組消論J1t~一審一九三頁参問。
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諭

議

海
遮
捗
務
自
他
併
に
到
す
る
原
武

第
二
十
四
谷

，、。

ui 

抑

喝、、
J

J
J
r
i
L
 

る
保
険
金
、
若
し
〈
は
白
枇
に
積
立
つ
る
所
の
保
険
積
立
金
を
以
て
、

之
を
支
出
す
る
の
で
ゐ
る
か
ら
、
保
険
料

Z
し
て
、
若
し
く
は
保
険
積
立
金
費
正
し
て
、
海
運
第
務
の
生
産
費
ピ
な
h
J
、
修
給
費
ご

L
て
生
産
費
巴
な
る
も

の
で
は
な
い
。
修
繕
費
ご
し
て
生
産
費
Z
な
る
も
の
は
、
前
越
の
大
修
繕
提
の
う
ち
、
般
蝿
機
闘
の
改
築
叉
は
修

理
の
た
め
に
要
す
る
工
事
費
に
し
て
、

毛
の
船
舶

ω
一
代
一
一
凶
者
L

(
は
二
回
位

ω程
度
に
於

τ必
要
吉
す
る
も

の
及
び
前
越
の
特
別
協
慨
査
仁
要
す
ぺ

2
工
事
費
、
並
び
に
小
修
繕
提
及
び
加
底
清
掃
設
で
あ
る
o

修
繕
撲
は
、
正
確
に
言
ふ
な
ら
ば
、

い
づ
れ
も
、
肺
舶
の
建
造
後
に
於

υる
年
齢
ピ
そ
の
使
用
の
程
度
ご
に
賂

じ
て
、
各
曾
計
期
間
に
要
す
る
そ
の
・
織
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
o

放
に
、
之
は
、
い
V

は
ゆ
る

5
2岳
巴

Eua

自
伊
民
間
巴
耳
島
己

F
r
o
m
m
-『
ω門

戸
内

O
坪
自
に
扇
す
る
o

併
し
乍
色
、
海
運
業
者
は
、
修
繕
設
の
如
き

E
額
の
支
出
に
つ

い
γ

て
は
、
事
業
経
俸
に
於
け
る
曾
計
上
の
必
要
に
よ

b
・
そ
の
所
有
舶
舶
の
現
放
を
基
礎
ぜ
し
て
、
議
測
を
以
て

修
繕
に
要
す
る
資
金
の
積
立
を
な
す
を
常
と
す
る
。
却
も
毎
拙
営
業
期
間
一
定
の
標
準
に
従
っ
て
、
船
舶
修
繕
積
立

提
な
る
色
の
を
笹
取
す
る
。
修
繕
費
が
、

一
定
の
濠
測
に
よ
h
毎
替
業
期
間
一
定
額
を
要
す
る
も
の
古
し
て
取
扱

は
る
、
に
至
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
曾
計
上
の
手
続
に
於
て
固
定
設
と
せ
ら
れ
党
る
も
の
で
あ
る
。

事
業
の
全
般
的
経
笹
に
闘
L
て
陸
上
底
舗
に
於
て
要
す
る
費
用

2
2
2巳
o
a
2
2一35
2
)
は
我
図
に
て
は

応
曲
賞

E
都
し
て
取
扱
は
れ
て
居
る
、
之
に
は
重
役
以
下
、
給
仕
に
至
る
陸
上
職
員
の
俸
給
、
給
料
、
給
典
、
手
賞
、

， ， 



族
費
、
舟
車
出
均
賃
の
如
、
昔
、
関
係
先
き
の
接
待
費
、
交
際
費
の
如
量
、
並
び
に
所
有
土
地
及
び
笹
建
物
の
修
繕
費
、

借
地
料
、

借
家
料
、

電
燈
料
、

克
斯
料
、

暖
房
設
、

掃
除
費
、
通
信
費
、

康
告
費
、
訴
訟
費
、
租
税
、

需
要
品
費
・

手
数
料
、
そ
の
他
陸
上
庖
舗
に
於
て
事
業
経
営
に
要
す
る
費
用
は
皆
之
仁
属
す
る

U

こ
の
純
の
経
費
は
、
均
L

(
海

運
事
業
ピ
い
っ
て
も
、
之
を
行
ふ
の
規
模
に
よ
h
て
大
差
ゐ
る
も
の
で
ゐ
b
、

仔IJ
J¥、

t工

警
ータ月の脂質、船舶一山につき五銭乃至拍E健在見積る&いよ、。

ま
た
定
期
般
事
業
己
不
定
期
舶
事

大
差
あ
る
も
の
で
あ
る
。

我
岡
山
不
定
期
船
業
者
の
如
き
は
、

応
義
干
し
て
船
舶
一
噸
仁
つ

業
ご
に
よ
b
て
も
、

き
一
ヶ
月
例
措
叫
ご
い
ふ
が
如
き
見
積
h
を
な
し
て
居
る
。
併
し
乍
ら
、

定
期
船
事
業
に
あ
h
て
は
、

jl!: 
j界
的

費
の
如
き
も
の
は
、

蹴
る
重
要
な
る
掛
用
で
あ
っ

t
、
全
般
的
縦
後
経
投

ω少
か
ら
グ
る
部
分
を
占
め

名
撃
を
有
す
る
大
定
期
船
曾
枇

ω如
き
は
、
そ
の
地
位
を
維
持
し
、
且
つ
更
に
之
を
輩
固
に
す
る
た
め
に
、
郁
々

な
る
手
段
に
よ
る
康
告
を
必
要
正
す
る
も
の
で
、
そ
の
技
用
が
、
全
般
的
経
替
経
費
仁
謝
Lτ
占
む
る
制
令
は
、

小
曾
枇
の
場
合
に
比
較
す
れ
ば
、
甚
.
に
大
な
る
卒
に
上
る
。

そ
の
一
部
分
は
固
定
設
で
め
る
り
れ

H

とも、

守
』
の
全
般
的
経
倍
に
闘
し
て
陸
上
応
舗
に
於
て
要
す
る
経
費
は
、

大
部
分
は
共
通
費
で
あ
る
。

船
舶

ω航
海
に
闘
す
る
費
用
の
う
も
、
主
要
な
る
も
の
は
、
燃
料
提
で
あ
る
。
今
日
燃
料

t
L
τ
用
ゐ
ら
る
、

も
の
H
H
石
炭
ご
石
油
己
で
ゐ
る
。
併
1
、
石
油
は
未
ピ
石
出
悼
の
如
く
、
佐
田
計

ω各
地
に
偏
く
行
渡
っ
て
居
ら
な
い
I

論

量長

海
畢
融
皆
勤
白
提
供
に
製
す
る
昆
披

第
二
十
制
止
世

~F、

Ji; 

蹴

~
J、

'. 



諭

議

海
運
捗
務
。
提
供
に
川
挫
す
る
原
曲
賞

か
ら
、
航
路
に
よ

b
て
は
石
油
を
燃
料
ご
な
し
難
き
所
も
ゐ
る
o

石
義
に
し
て
も
、
石
油
に
し
て
も
、

第
二
十
四
巻

"-，、

第

腕

プす

-
-
D
A
Z
τ
 

司
、
立
也
事

投
な
る
も
の
は
、
禍
h
T

な
る
関
係
に
於
て
大
差
あ
b
・
動
搭
ゐ
る
も
の
で
ゐ
る
o

先
づ
そ
の
市
衡
の
漫
動
は
J
』の

禄
の
経
費
伝
動
揺
せ

L
む
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
船
舶
の
建
造
持
類
、
機
関
の
積
類
及
び
そ
の
能
率
・
航
路
及
&

ぴ
季
節
、
握
力
等
に
よ
b
て
大
差
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
、

こ
の
う
も
の
議
カ
を
一
つ
例
に

t
h
て
、
之
を

越
ぶ
れ
ば
、
排
水
を
威

7
l
セ

V
J

ト
増
加
し
て

1
1
4
の
場
合
、
積
荷
の
重
量
を
或
バ

1
セ
ン
ト
増
加
L
て
ご
い
V

っ
て
も
よ
い

l
l而
も
速
カ
を
同
一
に
保
つ
た
め
に
は
、
臨
時
カ
を
同
じ
バ

1
セ
Y

ト
増
加
す
る
を
要
し
、
叉
排
水

紋
践
が
同
一
で
ゐ
つ

τ、
速
カ
を
一
バ

1
セ
y

b
増
加
す
る
に
は
、
馬
力
は
=
一
パ
ー
セ
ン
ト
増
加
す
る
を
要
し
、

若
し
こ

ω場
合
連
力
企
倍
加
せ
ん
ご
す
れ
ば
、
馬
力
は
七
倍
槍
加
す
る
を
要
す
る
ご
い
ふ
こ
ど
で
あ
る
い
こ
の
馬

カ
の
増
加
正
い
ふ
-
て
己
は
、
経
済
上
に
於
て
は
燃
料
品
質
の
増
加
を
意
味
す
る
も
の
な
る
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。

燃
料
ご
し
て
の
石
炭
ピ
石
油
正
は
、
夏
に
別

ω意
味
に
於
て
海
道
品
目
計
上
の
負
鎗
ピ
な
る
も
の
で
ゐ
る
o

そ
れ

は
、
こ
れ
ら
を
牧
容
す
る
所
の
般
舶
内
の
場
所
は
、

そ
れ
だ
け
貨
客
牧
容
の
場
所
を
狭
少
に
す
る
も
の
で
、
従
つ

て
舶
帥
畑
山
牧
盆
カ
を
減
宇
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
貼
に
つ
い
て
石
油
は
石
決
よ
b
も
所
要
の
場
所
が

狭
少
に
て
足
・
9
、
且
っ
そ
の
牧
容
場
所
の
般
内
仁
於
け
る
位
置
を
、
最
も
牧
盆
カ
を
害
せ

F
る
所
に
求
む
る
こ
ご

が
出
来
る
の
利
盆
が
あ
る
。
例
へ
ば
二
重
底
内
の
場
所
を
利
用
す
る
が
如
き
は
是
で
あ
る
。

燃
料
費
ピ
闘
嚇
し
て
考
慮
す
べ
き
も
の
に
、
機
械
油
(
]
ロ

E
E民
ロ
閣
の
口
)

の
費
用
が
あ
る
。
般
舶
は
機
関
車
よ

H. Owen， Ship ECOnOiniL:5， p. r3z 1) 
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h
も
複
雑
強
力
な
る
機
胸
骨
有
す
る
も
の
で
、
従
っ
て
強
度
の
注
油
を
必
要
ご
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
樋

の
経
費
は
、
海
運
事
業
に
於
工
は
鎖
議
事
業
一
於
け
る
よ

h
も
、
巨
額
に
上
る
。
経
験
上
の
結
川
市
に
よ
れ
ば
.

そ
れ
が
消
費
可
る
石
決

ω
噸
放
と
同
じ
数
に
り
の
"
ノ
ッ
ト
戸
の
機
械
油
十
消
費
す
る
ご
い
ふ
こ
ご

コ、ノ巾
E
h
u
+
A
師、

J
d
U
L
W川
耐
刊

t

で
め
る
。

燃
料
費
や
機
械
泊
費
は
、

定
期
舶
事
業
の
場
合
仁
は
、

共
通
費
で
あ
る
。

ぞ
れ
は
取
扱
ふ
交
通
量
の
多
寡
に
よ

っ
て
異
る
か
ら
で
ゐ
る
。
尤
も
定
期
締
事
業
に
於

τは、
交
山
地
量
の
減
退
仁
臆
じ
て
、

使
用
船
舶
を
引
扱
く
が
如

き
は
不
可
能
で
ゐ
b
・
且
つ
、
積
込
貨
客

ω非
常
に
少
量
場
合
仁
於
て
も
、
向
仏
定
期
の
出
帆
を
必
要
ご
す
る
も

の
で
、
而
し

τ・
そ
の
場
合
に
於
て
も
、
航
海
中
に
於
り
る
舵
舶
の
安
定
セ
保
つ
た
め
に
、
貨
客
の
代
h
に
脚
荷

(
E
=
E
H
)
を
入
れ
て
、

一
定

ω
排
水
獄
態
に
設
〈
も
の
で
あ
る
か
ら
、
燃
料
的
如
き
は
、
或
程
度
の
貨
客
を
積
込

み
花
る
場
合
古
兵
ら
ざ
る
消
費
を
-
要
す
る
も
の
で
あ
る
・
故
に
こ
れ
ら
の
費
用
は
事
質
上
に
於
て
は
、
殆
げ
と
固
定

費
E
し
て
取
扱
は
れ
て
ゐ
る
。
併
し
乍
ら
、
反
謝
に
、
こ
の
一
定
度
の
排
水
紋
態
以
上
に
貨
客
の
積
込
を
増
加
す

る
正
一
き
は
、
先
に
逃
ぺ
た
る
が
如
〈
、
遠
カ
維
持
の
関
係
上
、
馬
カ
の
増
加
、
従
っ
て
石
炭
費
著
し
き
増
加
を

来
す
も
の
で
あ
る
。
放
に
、

か
〈
の
知
器
削
粧
品
買
を
固
定
費
Z
し
て
取
扱
ふ
は
、
便
宜
上
の
彪
置
で
あ
っ
て
、
賞
質

に
於

τは
、
共
通
費
で
ゐ
る
。

不
定
期
船
事
業
に
於

τは
、
建
設
は
多
(
は
傭
船
契
約
に
よ
り

τ行
は
る
、
も
の
で
あ
る
か
ら
、
燃
料
は
脚
主

第
二
十
四
番

-
F、

第

由E

ニ
芦
三

論

叢

海
謹
勢
務
由
提
供
に
躍
す
る
原
費

， ， 



日-'

描

議

第
二
十
四
谷

梅
謡
努
務
白
提
併
に
弾
す
る
原
費

，ミ

四

第

腕

プす

岡

の
負
鑓
で
は
な

f
、
傭
納
者
の
負
鎗
ど
し
て
取
扱
は
れ
、
而
(
て
傭
航
者
が
海
運
業
者
な
る
Z
き
は
、

海
を
単
位
ご
し
て
特
別
捜
正
し
て
取
扱
は
れ
る
c

機
械
油
裂
は
、
不
定
期
事
業
仁
一
於
て
は
、
い
は
ゆ
る
船
費
の
一

一
巡
廻
航

部
正
し
て
取
扱
は
る
、
も
の
一
で
、
般
去
の
負
指
す
る
所
で
ゐ
っ
て
、
共
鍋
曲
賞
で
あ
る
。

九

船
舶
の
航
海
に
闘
す
る
も
う
一
つ
の
重
要
な
る
費
用
は
、
乗
組
員
へ
の
支
給
提
で
あ
る
ο

乗
組
員
に
は
船
長
以

下
の
高
級
般
員

1
1船
舶
法
に
い
仏
ゆ
る
般
舶
峨
員

l
ー
の
如
〈
、
総
統
的
雇
傭
閲
係
に
あ
る
も
の
ご
、
下
放
舶

員
の
如
(
一
時
的
な
る
雇
傭
闘
係
に
ゐ
る
も
の
ど
が
ゐ
る
o

今
日
に
於
て
色
、
下
級
船
員
の
多
〈
は
、
船
舶
の
盛

航
に
あ
た
h
て
雇
入
れ
、
蹄
者
仁
ゐ
押
件
、
，
り
解
雇
す
る
の
慣
管
で
あ
る
o

併
L
、
之
仁
つ

ν
て
も
定
期
仙
川
端
業
は
不

定
船
一
事
業
E
多
少
趣
き
を
回
調
に
し
、
下
級
船
員
に
つ
い
V

て
も
継
鎖
的
雇
傭
闘
係
の
色
の
が
増
加
し
た
。
而
し
て
艦

一
時
的
雇
傭
関
係

ω帥
員
に
謝
す
る

続
的
雇
傭
嗣
係
の
船
員
仁
謝
す
る
支
給
撲
は
、
回
定
費
た
る
性
質
を
も
ら
、

支
給
費
は
、

一
般
費
た
る
性
質
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
阪
経
費
の
相
互
割
合
は
蜘
主
亡
よ
h

て
著
L
き
相

違
が
ゐ
る
。
大
一
陣
運
曾
祉
、
特
に
大
定
期
船
曾
祉
に
あ
ら
て
は
、
回
定
費
た
る
支
給
設
の
削
合
甚
に
多
〈
、
小
指

運
業
者
、
特
に
不
定
期
船
業
者
に
あ
っ
て
は
、

一
航
費
た
る
支
給
設
の
割
合
が
甚
だ
多
い
。

船
員
に
劃
す
る
支
給
費
は
、
金
銭
支
給
ピ

Lτ
は
本
給
ご
し
て
俸
給
、
給
料
が
あ

b
、
附
嵐
給
ご
し
て
削
増
給
、

乗
船
手
賞
、
航
海
姐
勢
金
が
あ

b
、
夏
に
臨
時
仁
支
給
す
る
も
の
に
、
諸
輔
の
慰
鋳
金
、
賞
典
、
退
職
手
営
、
手

，.， 



賞
金
、
療
養
費
、
弔
祭
料
、
扶
助
料
、
郷
型
迭
越
品
質
等
が
あ
る
o
船
員
は
ζ

れ
ら
の
金
銭
支
給
の
外
に
、
航
海
中

の
飲
食
及
び
疲
具
正
し
て
の
貨
物
支
給
を
受
〈
る
。
但
し
不
定
期
舶
に
し
て
備
期
契
約
の
場
合
に
は
、
割
増
給

料
、
航
海
綿
勢
金
、
割
増
食
費
は
舶
主
の
負
槍
で
は
な
〈
し
て
、
傭
航
者
の
負
俗
化
る
を
常
と
す
る
。

般
員
に
関
す
る
費
用
は
、
右
に
通
ぶ
る
が
如
〈
、
金
銭
支
給
並
び
に
貨
物
支
給
ご
し
て
、
海
運
業
者
の
積
極
的

負
携
た
る
も
の
、
外
に
、
備
は
消
積
的
負
指
た
る
も
の
、
あ
る
を
見
逃
す
子
』
芭
が
出
来
な
い
。
是
れ
は
、
船
員
の

A

た
め
に
給
す
る
居
室
窺
室
並
ぴ
仁
食
料
倉
庫
等
を
船
内
に
設
〈
る
が
た
め
、
貨
客
牧
容
の
場
所
が
抑
制
少
に
せ
ら
れ
、

そ
れ
に
り
船
舶
の
牧
盆
カ
を
殺
寸
こ
己
で
あ
る
。
故
に
こ
の
馳
よ
り
見
れ
ば
、
船
舶
の
構
造
、
船
内
各
室
の
配
置

並
び
に
機
関
汽
備
の
構
造
が
甚
だ
能
率
よ
く
誼
ら
れ
、
ま
た
燃
料
の
牧
容
配
給
に
入
手
を
要
す
る
こ
芭
少
き
船
舶

は
、
乗
組
員
の
欽
が
比
較
的
少
〈
て
事
足
る
の
で
ゐ
る
か
ら
、

た
M
Y

に
積
極
的
支
給
投
が
少
き
の
み
な
ら
争
、
消

極
的
負
指
少
〈
、
牧
盆
カ
大
な
る
の
利
盆
が
あ
る
o

こ
の
紬
に
於
て
、
日
本
舶
は
、
乗
組
員
の
勤
務
能
率
は
ご
も

か
(
正
し
て
、
そ
の
食
縄
が
日
本
米
、

日
本
酒
、
浮
廃
滅
、
味
噌
、
醤
油
、
味
琳
、
梅
干
演
等
、
特
殊
の
口
問
楠
で

あ
っ
て
、
世
界
共
通
の
も
の
で
な
い
が
花
め
、
遠
洋
航
擬
又
は
長
期
外
岡
聞
の
航
海
に
於
て
、
此
等
の
貯
蔵
に
封

し
外
岡
舶
に
比
仁
多
大
の
場
所
を
要
す
る
は
、
海
運
融
労
務
の
生
産
費
を
一
一
品
か
ら
し
む
る
も
の
で
あ
る
。

般
積
叉
は
陸
揚
げ
の
た
め
に
出
入
す
る
港
、
時
運
河
、
河
川
に
於
け
る
賦
課
金
に
は
、
共
通
費
た
る
も
の
古
特

論

載

梅
運
航
宮
務
の
提
供
に
要
す
る
原
費

第
二
十
四
巷

"-J、
五

第

蹴

大

五



論

議

海
謡
曲
軍
務
の
提
供
に
廻
す
る
県
費

第
二
十
回
轡

穴
穴

第

抗

プミ
ム，、

別
費
た
る
も
の
正
が
ゐ
晶
、

か
、
る
賦
課
金
は
港
湾
運
河
、
河
川
の
諸
設
備
の
利
用
者
し
f
は
謎
海
仁
於
り
る

官
廊
の
利
用
に
謝
す
る
報
酬
ピ

Lτ
謀
せ
ら
る
、
も
の
で
あ
る
o

中
世
欧
洲
に
於
て
、
海
上
商
権
の
等
、
盛
な
り

L
頃
じ
は
、
或
一
闘
が
海
洋
に
於
り
る
支
配
様
を
主
張
し
て
.

い
は
ゆ
る
会
海
に
於
て
も
外
周
航
仁
・
通
航
料
そ
ふ

の
他
の
名
義

ω下
に
民
両
親
を
要
求
せ
ん
芭
し
た
こ
ご
も
あ
っ
た
が
、

が
〈
の
如
き
は
、
決
法
冊
中
者
の
白
持
制
雌
ピ
稀
せ

ら
る
、
和
蘭
の
グ
ロ
チ
ウ
J

1

(
ロ
ロ
問
。
の
自
民
凶
器
)
が
、

一六
O
九
年
.

か
の
有
名
な
る
向
精
自
由
の
原
則

2
2

9
5品目
R

r門
員

2
3民
R
F
n
p
)
の
聾
明
を
な
し
て
以
来
、
会
〈
腐
れ
て
.
今
日
に
於
て
は
公
海
に
於

τは
何
等

の
会
課
も
存
せ

F
る
宇
』
ご
に
な
っ
た
。

併
し
乍
ら
、
品
階
、
栂
の
施
設
、
燈
壷
そ
の
他
の
航
路
様
識
の
建
設
、
運
河
の
開
設
、
囲
内
河
川
の
設
備
又
は
そ
の

波
探
等
仁
は
.
国
家
又
は
地
方
自
治
鵠
若
し
(
は
特
殊
の
曾
枇
が
、
資
本
を
投
C
た
る
も
の
で
ゐ
る
か
ら
、
こ
れ

ら
の
利
胤
に
訴
し
て
一
定

ω賦
課
金
を
徴
牧
す
る
は
正
嘗
な
る
所
で
ゐ
り
、
且
つ
寅
際
仁
於
て
も
・
こ
の
稀
の
賦

課
金
は
課
徴
せ
ら
れ
て
居
る
。
そ
の
積
類
ご
金
額
、
並
び
に
賦
課
の
標
準
は
闘
に
よ
り
港
に
よ
り
甚
だ
し
き
相
違

あ
る
所
で
あ
る
が
・
何
れ
に
し
て
も
、
多
〈
の
航
路
に
於

τは
、
こ
の
種
の
賦
課
金
は
海
運
妙
務
生
庫
費
ご
し

τ

少
か
ら

g
る
部
分
を
占
h
u
る
も
の
で
あ
る
o

こ

ω種
り
賦
課
金
は
、

そ
り
形
式
、
穂
類
.
名
稿
、
多
樋
多
様
で
め
っ
て
、
港
出
崎
、
運
河
、
河
川
を
仇
り
も
り
、

別
用
に
謝
し
一
般
的
に
賦
謀
せ
ら
る
、
も
の
、
外
、
特
融
開

ω設
備
の
利
用
、
又
は
特
殊
の
手
続
の
た
め
に
特
球
的

， 



に
賦
課
せ
ら
る
、
も
の
が
ゐ
る
。
始
〈
、
そ
れ
ら
賦
課
金
の
名
稀
を
枚
摩
す
る
吉
、
入
港
税
・
噸
税
、
入
渠
料
、

燈
牽
料
、
桟
橋
料
、
埠
頭
料
、
運
河
通
航
料
、
水
先
案
内
料
、
水
門
通
航
料
、
航
積
料
、
浮
標
料
、
曳
航
料
、
起

重
機
使
用
料
、
保
健
料
、
品
慨
疫
料
、
領
事
手
数
料
等
が
あ
る
o
こ
れ
ら
の
費
用
は
、
港
樋
・
河
川
‘
若
し
〈
は
運

河
L
よ
h
て
大
に
そ

ω金
額
並
び
に
賦
課
の
標
準
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
閥
係
航
路
に
よ

b
て
甚

r
L

〈
大
差
あ
る
も
の
で
、
岡
部
阿
殉
利
加
沿
岸
航
路
の
如
き
は
、
他
の
航
路
に
比
し
て
著
し
f
多
額
を
要
す
る
も
の

ご
い
は
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
品
質
周
を
徴
牧
す
る
に
は
、
課
税
主
義
に
よ
る
も
の
ご
手
数
料
主
義
仁
よ
る
も
の
ピ

が
あ
る
o
例
へ
ば
入
港
税
、
噸
税
の
如
き
は
、
課
税
主
義
の
も
の
で
ゐ
h
、
通
航
料
、
使
用
料
の
如
き
は
手
数
料

主
義

ωも
の
で
ゐ
品
。
ま
た
之
を
賦
課
す

ι標
準
も
匝
々
た
る
も
の
で
、
或
は
積
卸
L
貨
物
の
量
に
よ
る
も
の
あ

h
o
船
舶
の
現
に
積
戟
せ
る
貨
物
量
に
よ
る
も
の
ゐ
h
J
、
或
は
般
舶

ω吃
水
に
よ
る
も
の
ゐ
b
、
或
は
船
舶
の
純

噸
歎
に
よ
る
も
の
あ
h
|
!
こ
の
場
令
に
は
、
各
般
(
四
回
『
何
回
目
同
)
の
場
合
Z
積
荷
を
有
す
る
場
合
正
に
よ
h
τ
、

そ
の
卒
を
異
に
す
る
こ
Z
が
あ
る
|
|
、
或
は
使
用
の
期
聞
に
よ
る
も
の
が
あ
り
、
又
或
は
一
隻
幾
許
ご
い
ム
定

額
に
よ
る
も
の
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
費
用
は
、
定
期
船
事
業

ω
場
合
に
は
、
共
通
費
で
あ
っ
て
、
不
定
期
船
事
業
に
於
て
、
傭
舶
契
約
の

下
仁
あ
る
船
舶
仁
あ
h
て
は
、
傭
般
若

ω負
据
f
る
特
別
費
で
あ
る
。

前

完詰

出
迎
掛
務
自
提
供
に
市
置
す
る
原
費

第
二
十
四
谷

一
六
七

第

就

一
大
七



論

犠

梅
湿
且
訂
務
白
提
供
に
課
す
る
原
費

弟
二
十
四
巷

-一、、
』
」
ノ
ノ

第

披

二
六
λ

貨
物
の
積
込
荷
妨
げ
に
要
す
る
費
用
は
、
定
期
帥
州
事
業
に
あ
・
り
て
は
、

ぞ
の
一
小
部
分
は
特
別
殺
で
あ
る
が
、

他
山
り
大
部
分
は
共
通
品
質
で
ゐ
る
o

併
し
、
不
定
期
般
事
業
に
あ

b
τ
は
、
殆
ど
そ
の
全
部
が
特
別
設
で
ゐ
h
、
且

つ
傭
船
契
約
の
下
に
就
役
す
る
場
合
に
は
、
傭
加
者
の
負
強
で
ゐ
る
。
積
込
荷
揚
げ
に
要
す
る
設
用
は
、
鋪
道
に

そ
の
仕
事
に
手
数
を
要
し
、
ま
た
設
備
を
要
す
る
の
関
係

於
て
は
、
比
較
的
僅
少
で
あ
る
が
、
海
運
に
於

τは、

上
、
相
賞
多
額
に
上
る
も
の
で
あ
る
o

殊
に
貨
物
の
何
類
に
よ

b
て
は
、
腕
総
内
に
仮
仕
切
り
、
遊
敷
色
、
板
敷

き
等
を
な
す
を
要
す
る
も
の
が
ゐ

h
、
そ
れ
ら
は
積
卸
毎
に
撤
去
し
掃
除
し
、

己
き
に
よ
b
て
は
消
毒
を
必
要
ピ

す
る
こ
己
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
費
用
は
、
我
闘
に
て
は
荷
物
品
質
ご
抑
制
せ
ら
る
、
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
項
目
の
主

な
る
も
の
は
、
人
足
代
、

タ

9
1
7
V
3
t
q自
自
)
傭
貨
、
荷
直

L
賃
、
仕
切
木
板
遊
細
代
(
ロ

E
E向
。
)
鮮
船

賃
、
接
縦
技
・
船
内
人
足
質
、
馳
貯
金
、
戻
金
・
荷
物
取
調
賃
、
積
荷
目
録
制
謀
議
書
手
数
料
、
船
内
消
蒜
費
等
で

あ
る
。こ

れ
ら
の
費
川
の
う
も
、
例
へ
ば
人
足
賃
、
鮮
舶
貨
の
如
き
は
、
港
出
開
設
備
の
完
否
に
よ
b
・
商
港
に
よ
b
τ

大
差
あ
る
も
の
で
あ
る
o

般
舶
が
沖
着
け
に
て
荷
役
を
な
苫
ね
ば
な
ら
山
場
合
古
、
岩
壁
に
横
付
け
し
て
倉
庫
に

直
接
接
縦
す
る
荷
役
を
な
す
場
合
Z
は
、
そ
の
費
用
に
著
し
き
差
等
あ
る
は
、
夏
め
て
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
。

放
に
、

二
の
荷
物
費
ピ
前
越
の
船
舶
に
謝
す
る
賦
謀
金
正

ω岡
負
指
に
つ
き
て
、
寄
港
地
に
闘
し
、
加
主
が
相
官

の
考
慮
を
梯
ふ
は
常
然
の
事
柄
で
あ
る
。
商
港
聞
に
闘
内
的
又
は
闘
際
的
の
競
容
が
あ
b
得
る
場
合
に
は
、
地
方



的
又
は
園
家
的
に
こ
れ
ら
の
黙
に
つ
き
十
分
な
る
考
慮
を
梯
ム
の
必
要
あ
る
所
以
で

b
る。

用
で
あ
る
。

そ
の
他
、

そ
の
主
な
る
も
の
は
食
糧
、
寝
具
、
並
び
に
娯
楽
慰
安
の
設
備
に
要
す
る
費

般
客
通
航
技
当
手
荷
物
運
搬
費
、
般
客
名
簿
飯
事
裏
書
手
数
料
等
で
あ
る
。

旅
客
に
闘
す
る
費
用
正
し

τは、

一
}
れ
ら
の
族

答
費
は
、
定
期
般
事
業
じ
の
み
ゐ
る
所
で
ゐ
つ

τ、
且
っ
そ
の
大
部
分
は
特
別
投
た
る
も
の
で
あ
る
。

山
陣
漣
拙
常
務

ω提
供
に
要
す
る
費
用
Z
し

τ・
最
後
に
奉
「
べ
き
も
の
は
、

代
理
屈
口
銭

(no日
目
官
一

E
)
で
あ

る
o

海
運
業
者
は

蓮
法
貨
物
の
蒐
集
や
族
客
吸
引
の
た
め
に
、

内
外
各
地
に
多
数
の
代
理
腐
を
有
す
る
を
常
吉

す
る
o

勿
論
、
直
接

ω荷
扱
所
(
伊
唱
。
且
戸
E
S
T
-
B
E
O円
)
を
以
て
貨
物
の
蒐
柏
市
に
努
む
る
海
運
業
者
も
な
い
で
は

な
い
が
、
ぞ
れ
ら
は
大
曾
祉
に
限
ら
れ
、
且
っ
か
、
る
荷
扱
所
は
、
た
い
内
外
の
主
要
都
市
に
限
ら
る
、
も
の

で
-
船
積
貨
物

ω多
〈
は
代
理
活
の
手
を
経
る
も
の
で
あ
る
。

代
理
応
に
謝
す
る
口
銭
は
、
そ
の
取
扱
ひ
貨
客

ω運
賃
の
一
定
割
合
を
以
て
支
挑
は
れ
る
。
併
L
、
積
荷
目
録

{
員
自
民
自
陣
)

の
作
成
、
般
荷
設
券
(
回

--o内
戸
白
色
ロ
問
)
の
作
成
、
運
賃
の
取
立
て
、
荷
受
人
の
確
認
、
船
舶
の
出

入
港
手
耐
胴
上
必
要
な
る
審
制
酬
の
取
揃
へ
及
び
を
の
提
出
(
回
ロ
i

E仏
〉

E
E
R
F
2ロ
品
g
m
n
E『
官
)
の
如
き
仕
事

に
謝
し
て
も
そ
の
報
酬
が
支
挑
は
れ
る
。
こ
れ
ら
代
理
応
に
謝
す
る
支
抑
は
・
勿
論
、

口
銭
が
主
た
る
も
の
で
、

そ
れ
は
取
扱
ひ
貨
客
り
量
に
比
例
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
殆
ど
そ
の
全
部
が
特
別
費
で
あ
っ
て
、
甚

r僅
少
の

論
ド
議
院
梅
誕
掛
務
自
提
供
巳
要
す
る
原
費

第
二
十
四
番

九

第

批

三
六
九

" ， 
d 



も，

論

叢

海
毘
捗
暑
の
提
供
に
要
す
る
原
賀

第
二
十
四
経

七

O 

第

披

ーヒ。

も
の
が
共
謡
曲
賞
で
あ
る
。

私
は
以
上
述
ぷ
る
所
を
以
て
、
海
運
労
務

ω提
供
に
要
す
る
艇
設
を
構
成
す
る
項
目
の
主
た
る
も
の
は
、
大
抵

之
を
網
羅
し
た
積
h
で
あ
る
。
そ
し
て
、
之
に
よ
り
て
、
如
何
な
る
費
用
が
存
在
す
る
か
を
明
か
に
す
る

Z
共

仁
、
ま
た
同
時
に
、
海
運
労
務
な
る
も
の
は
、
如
何
な
る
も
の
に
よ
り

τ組
成
せ
ら
れ

t
居
る
か
、
並
び
に
之
を

L
て
有
放
に
働
か
し
む
る
た
め
に
、
そ
の
裏
面
に
如
何
な
る
も
の
が
あ
る
か
を
も
、
時
ぽ
明
に
な
し
得
た
こ
正
、

思
ム
。
か
の
帆
舶
を
用
ゐ
て
、
船
長
自
ら
が
船
主
で
あ
っ
た
時
代
に
は
、
貿
易
ピ
海
運
吉
が
同
一
の
企
業
ご
し
て

倍
ま
れ
た
の
で
ゐ
る
が
、
併
し
仮
に
そ
れ
よ
り
海
運
に
闘
す
る
労
務
の
み
を
抽
き
出
す
E
き
は
、
ぞ
れ
は
殆
ど
航

慌
の
労
務

rげ
で
、
海
運
Z
い
ふ
も
航
海
古
い
ふ
も
事
責
に
於

τは
同
一
仁
館
L
、
そ
の
之
に
要
す
る
費
用
己
い

ふ
も
の
も
、
般
債
の
鈎
却
Z
船
長
以
下
ニ
三
の
乗
組
員
の
生
活
設
及
び
給
料
E
位
の
も
の
で
あ
っ
た
。
之
を
、
私

が
こ
、
に
説
明
し
た
る
今
日
の
海
運
事
業
E
比
較
す
れ
ば
、
如
何
に
今
日
の
海
蓬
事
業
が
複
雑
多
岐
な
る
形
態
に

畿
反
し
た
も
の
で
あ
る
か
に
驚

h
r
F
る
も
の
は
な
い
で
ゐ
ら
う
。

向
ほ
、
上
に
逃
〈
た
る
各
費
目
に
つ
い
て
注
意
す
〈
語
、
こ
ど
は
、
そ
れ
ら
の
費
目
の
或
も
の
は
、
事
業
経
傍
方

法
の
如
何
に
よ

bτ
、
帥
も
事
業
者
が
自
ら
の
資
本
を
以

τ所
有
す
る
の
方
訟
を
ど
る
か
、
若
し
(
は
他
の
所
有

に
一
周
す
る
も
の
を
料
金
を
支
腕
っ
て
使
用
し
若
し
〈
は
借
用
す
る
の
方
訟
を
ピ
る
か
に
よ
ち
て
、
或
は
固
定
費
正

" 



な
り
、
或
は
共
通
費
己
な
-nJ
、
叉
或
は
特
別
費
ご
な
る
こ

t
r
u
あ
る
。
而
し
て
ま
た
或
費
目
は
、
定
期
般
事
業
芭

不
定
期
紬
事
業
百
に
よ
b
て
、
或
は
傭
舶
契
約
に
よ
る
ご
然
ら
F
る
正
仁
よ
h
T
、
同
一
名
目
の
も
の
で
あ

b
な

が
ら
、
性
質
を
異
じ
す
る
こ
己
あ
る
も
見
逃
1
得
ざ
る
所
で
あ
る
。

私
が
、
こ
、
に
遁
ぺ
た
る
固
定
曲
賞
ご
共
通
品
質
正
は
、
前
じ
過
べ
た
る
が
如
〈
、
轍
途
せ
ら
る
、
所
の
各
個
の
貨

物
又
は
放
容
に
つ
い
て
い
い
ふ
な
ら
ば
、

ph
れ
の
輪
穏
に
要
す
る
所
の
結
合
生
産
投
(
『
。
宮

B
昔
)
で
ゐ

b
、
叉
特

別
捜
は
、
そ
の
特
別
生
産
品
買
で
あ
る
o
故
に
、
之
を
運
賃
記
し
て
回
牧
す
る
に
蛍
h
τ
弘
、
特
別
生
産
品
質
は
各
個

ω貨
物
若
し
く
は
族
客

ωそ
れ
ぞ
れ
負
指
す
べ
き
所
で
あ
り
、
結
合
生
産
費
は
、
そ
の
結
合
関
係
に
包
括
せ
ら
る

、
限
・
り
の
貨
物
若
し
〈
は
肱
客
が
H
T
備
す
べ
き
も
の
で
あ
る
o

こ
の
分
掠
は
今
日
如
何
な
る
有
機
に
於
て
行
は
れ

て
居
る
か
o

を
れ
は
運
賃
論
の
研
究
に
於
り
る
主
要
問
題
で
あ
っ
て
、
而

L
て
一
言
に
し
て
之
を
い
1

ふ
な
ら
ば
、

い
は
ゆ
る
臆
館
主
義
、
卸
も
各
々
の
運
賃
負
携
飽
カ
に
聴
じ

τ分
権
し
っ
、
ゐ
る
古
い
ふ

ωで
あ
る
。
英
語
に
於

て
い
ふ
所
の

者
百
円
任
。
昨
日
目
。
三
口
耳
目

古
い
ふ
-
-
E
.か、

之
を
設
明
す
る
こ
芭
に
な
っ
て
居
る
。
併
し
こ

の
「
負
倍
能
力
に
廊
じ

τ」
ご
い
ふ
こ
ご
が
、
如
何
な
る
有
線
に
於
て
行
は
れ
て
居
る
か
は
、
更
に
多
〈
の
説
明
を

要
す
る
所
で
あ
る
o

私
は
本
籍
を
継
承
し
、
題
を
「
海
運
に
於
け
る
蓮
賃
ピ
建
途
-
旅
費
ご
の
関
係
」
己
改
め
、

~ 
0) 

機
曾
に
於

τ之
を
通
ぶ
る
で
あ
ら
う
。

論

叢

第

iI! 

一七

山
出
遅
勢
務
の
提
供
に
弾
す
る
尿
費

第
一
一
十
四
谷

七

• ， 


